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1.  はじめに 
 
 
 

国立水俣病総合研究センター(以下，「国水研」という。) は，水俣病に関する総合研究を

推進し，水俣病患者の医療向上を図るとともに，社会科学的，自然科学的な調査研究や水

俣病に関する資料の収集・整理・提供など，世界に向けた情報発信を含めた国際貢献につ

いて，水俣病発生地域としての特性を活かした活動を行うことを目的として設置されて

いる。 
 

国水研は国立試験研究機関として既に設立以来 30 年の実績を持つ研究機関であり，

その活動は研究においても機関運営においても法律上の所掌事務に照らしたものであ

ると同時に，熊本県水俣市内に設置された趣旨を活かしたものでなければならない。 
 
今般，当機関評価委員会は，「環境省研究開発評価指針」および「国立水俣病総合研究

センター研究開発評価要綱」に沿って｢国立水俣病総合研究センター機関評価実施細目｣

を定め，前回(平成 15 年度)の評価以降，今年度までの 5 年間における国水研として実施

しているすべての業務とその運営全般を対象とした｢機関評価｣を実施した。 
本報告書は，その結果をとりまとめたものである。 

 
なお，とりまとめにあたっては，中期計画（平成 19 年度を中間年と位置づけ，平成 21

年度末を終期とする）が平成 20 年 1 月に策定されていることから，できるだけその事項

に対応した章節建てとし，今後の対応に配慮した。 
 
本報告書の活用により，研究をはじめとする国水研の今後の活動がより充実し，社会に

対しさらに貢献するものとなることを期待する。 
 

 

平成 20 年 6 月 30 日 

 

国立水俣病総合研究センター 

機関評価委員会委員長  﨑元 達郎
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2.  機関評価の目的と背景 
 

国水研は，昭和 53 年，「水俣病に関する医療の向上を図ること」を目的とする研究機

関として設置され，幾多の変遷を経て，現在に至っている。環境省直轄の研究機関であり，

かつ，水俣病発生地である水俣に設置されている機関であるからには，設置目的に則っ

て，国内外に広く，かつ，地元に対して貢献していかなければならない。 
本機関評価は，国水研の設置目的に沿い，水俣病とその原因となったメチル水銀に関

する総合的な調査・研究，情報の収集・整理，研究成果や情報の提供を機関として効果的･

効率的に行うことを推進するために実施したものである｡ 
 

評価にあたっては，環境行政を取り巻く状況の変化や環境問題の推移，科学技術の進

展，さらには社会経済情勢の変化などに対応しているか，といった視点をもって，過去 5
年間の国水研の活動を検証した。さらに，今後，使命を果たしていくには，どのような展開

が必要か，どのような方向転換が必要か，評価結果をふまえ提言することとした。 
 
なお，国水研にあっては，広く国民の理解と支援を得るために，評価結果および提言な

らびにそれに対する具体的な対応について，個人情報，企業秘密，知的財産権等に配慮し

た上で，その内容をホームページ等に公開することにより，国民に対する説明責任を果た

すことを期待する。 
 
 
 
 
 

３. 評価対象と方法 
 
国水研の業務及び運営全般について，提出資料，施設視察，概要説明及び研究課題の

評価についての研究評価委員会の評価結果を踏まえ，業務運営体制，業務内容，現在の

取り組みについて，国水研の設置目的，中期計画，社会的ニーズに照らして妥当であるか

の評価を行った。 
 
なお，研究の内容等については，すでに平成 19 年度研究評価委員会報告および平成

20 年度研究企画会議による評価がなされているので，本評価とあわせて活用されるこ

とを期待する。 
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4.  評価の結果（概要） 
 
4.1  国水研の位置づけ 

 
国水研は，平成 15 年 6 月の環境省設置法および環境省組織令改正によって，環境省

総合環境政策局環境調査研修所下に位置づけられている。しかしながら，環境調査研修

所組織規則に規定された所掌事務は，改正以前から規定されていた「水俣病に関する総

合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集，整理及び提供」に，「前号に掲

げる事務に関連する研修の実施に関すること」が加わったのみで，大きな変更はない。 
一方，水俣病に関する所掌事務に関与する環境本省内の組織は，総合環境政策局環境

調査研修所ではなく，環境保健部企画課特殊疾病対策室である。環境省内において，組

織上の位置づけ(総合環境政策局環境調査研修所の下部組織)と業務上の位置づけ（環

境保健部企画課特殊疾病対策室が担当）が分離している。また，行政全体のなかで，国水

研の組織・業務の将来展望が明確になっていないように見受けられる。 
 
このような状況の中で，長中期目標および中期計画が，平成 19 年 9 月に決定されて

いる。目標・計画の明確化が遅きに失した感は免れないが，他の国立研究機関や独立行政

法人の PDCA サイクルの確立や枠組みを自ら率先して取り入れ，取り組もうとしている

ことは，大いに評価に値する。明確となった目標に沿って具体的に計画を速やかに実行に

移すことに注力すべきである。 
国水研の長期目標については，「わが国の公害の原点といえる水俣病とその原因とな

ったメチル水銀に関する総合的な調査・研究，情報の収集・整理，研究成果や情報の提供

を行うことにより，国内外の公害の再発を防止し，被害地域の福祉に貢献すること」と整

理されている。基本的な姿勢として，地方，民間への支援と，国際的な活動を，研究と同時

にやっていくことを明確にしておくべきであろう。 
中期計画の内容については，初めて，かつ，中間年に立てたものであるため止むを得な

い面もあるが，数量化した目標設定や個別具体的な項目設定はなされていない。進行中

の研究については計画的に再構成され組織的に推進されることに期待したい。 
 
4.2  研 究 
 
1)  研究内容 

 
中期計画では，重点研究分野として，① 地域に貢献する研究，② ヒトの健康に貢献

する研究，③ 地球環境に貢献する研究，を選定し，現在進行中の研究と新たに開拓すべ

き研究および継承すべき研究として 6 つの課題について，この重点研究分野に整理し，

再編を試みていること，および，中断を検討すべき研究課題についても整理していること

は，機関としての研究推進が緒についたという点では評価できる。 

 - 5 -



水銀に関する世界で唯一の専門研究機関という存在からすれば，水銀を巡る地球規模

での動向，生態系内での動態，個体レベルでのリスク評価，分子レベルでの作用メカニズ

ム，さらには水銀による公害被害についての社会学的アプローチまで，広範な分野からの

アプローチをバランスよく進めていくことが期待される。しかしながら，研究の成果を概

括すると，臨床･疫学的研究よりもメチル水銀の作用メカニズム研究，特に分子レベルで

の研究に偏重している。さらに，環境省の研究機関として，自然界での水銀の動態や地球

規模での水銀移動等に関する研究などは未だ不十分であり，充実させる必要がある。ま

た，それぞれの研究者の関心に沿った研究の重要性は否定しないが，すでにこれまでの

研究評価結果において重ねて指摘されているように，機関として集学的，横断的に研究

を進めていくことが必要である。 
 
一方，水俣に設置されている国直轄の研究機関として，病像のみならず，水銀汚染の観

点からも過去の解析，再発防止のための研究と情報発信をすべきであり，喫緊の社会的・

行政的要請に対応することが期待される。具体的には，たとえば，ばく露評価のなされて

いる症例の解析など過去の水俣病の解明を目指した研究や，過去にばく露を受けた者に

後に症状が出現する等の現象があり得るか否かについて明確なエビデンスを求める研

究，メチル水銀汚染とともに，今後発生のおそれがある事案として無機水銀汚染を対象と

した研究などを挙げることができる。 
国水研は，医療法上は医療機関として届出がなされてはいるものの，リハビリテーショ

ンを除いては臨床業務に従事していない。単独での臨床研究は到底成り立たないので，

上述のような研究への展開にあたっては，医療機関との共同研究を実施できる体制が必

要となるので，検討すべきである。リハビリテーションについても，限られた対象者へのサ

ービスの提供に留まっているように見受けられる。研究として成り立つ方策を模索するこ

とが期待される。 
 
今後，研究の課題構成を見直す際には，たとえば，外部有識者による賢人会議を開いて

研究全体の方向性やバランスについて意見を聞くことも有効な方法である。 
 
2)  研究成果の水準 

 
研究機関である限り，研究を実施し，研究の評価で成り立つようにすべきである。総体

としては国内外の専門誌に活発に投稿し採択されるなど，研究成果は一定程度得られて

いると見ることができる。しかし，水銀という具体的な対象が特定されているとはいえ，

分子生物学から社会学まで広範な分野に対して国水研内部の限られた数の研究者のみ

で実施するには自ずと限界がある。また，一人で多数の研究課題を持っている研究者も

みられるが，一定水準を確保した上での実施に疑問が残る。一定の水準を担保するため

には研究課題を厳選すべきである。 
外部研究者との共同研究についても，個人的に指導を受ける関係だけのものが多く見

受けられる。それでは真の共同研究とは言えない。また，国内外の研究者の長期滞在例を
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みると，ほとんど国水研からの技術供与であり，研修的な研究であったと見受けられる。

高水準の研究を進めるためには，整備された研究環境を国内外の研究者に周知するとと

もにメチル水銀だけの研究しかできないという誤解を払拭するなどして，研究の輪を広

げ，たとえば，指導的研究者が長期滞在して一定の成果を挙げることができるような体

制を整えるべきである。また，若手研究者の育成という観点からは，すでに(独)国立環境

研究所(国環研)との人事交流が行われているが，さらに他の研究機関との交流人事を行

うことも重要である。連携大学院等の枠組みを作って人的交流を促進するなどの方策も

有効な方法である。 
 
3)  研究推進体制 

 
研究者個人の興味を生かしつつ，組織的に課題を選び，組織として方法を議論し，結果

を出し，さらに論文ができるような体制が必要である。研究課題の設定を研究者個人だ

けに委ねていたのでは組織的な研究にはならない。これまで幾度も指摘されてきたとお

り，組織を挙げて集学的に研究を進める体制の構築が必要である。この点で，国水研自ら

の取組みとして，内部討議を活発化させるために研究課題のグループ化がなされたとこ

ろであり，効果に期待したいが，単なる並べ替えに終わらないよう，内部での継続的な検

証が必要である。組織的に研究を推進するために必要な，情報の収集と発信，共同研究

など外部機関との連携の強化，進捗状況の把握調整，環境の整備等を専ら調整する部門

がないこと，研究の企画・調整を支援する担当者が配置されていないことは問題である。 
 
研究環境としては，現在すでに整備された環境ではあるが，さらに，設備の充実に努め

ることで，研究者を広く集め，組織自体が研究展開のために変容していくことを目指すべ

きである。この観点では，今年度導入が決定された脳磁計は評価できるものであり，これ

を機会に臨床研究への展開に期待したい。臨床研究の実施のためには，臨床医療機関と

の密な連携，研究者と臨床専門家の相互乗り入れのできる体制の整備が必要である。 
国水研が名実ともに水銀研究の拠点となるためには，国内外の水銀研究の振興に寄

与しなくてはならない。内部研究，共同研究のあり方，とくに海外の研究者・研究機関との

関係を強化する方策が必要である。これまで，年 1 回，国際フォーラムが開催されている

ことは，それなりに評価できるが，必ずしも研究の輪が広がっているとは見受けられない。

国際的な学術交流の場を自ら設置することや積極的に参加することについて，国際フォ

ーラムのあり方の見直しも含め，より効果的な方策の検討が必要である。 
 

4)  研究成果の還元 

研究成果は，専門誌への論文発表にとどまらず，「地域に開かれた国水研」をめざして，

地域に還元すべきである。これまでのところ，調査研究は実施されているものの，その結

果，市民の行動をサポートできるような踏み込んだ情報発信がなされていない。客観的
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で当たり障りのない事実を述べることに終始するのでは，市民の不安や戸惑いは解消で

きない。具体的には，研究の内容に応じて，たとえば地元市民の健康不安に対してのデー

タに基づいた解説，専門分野に関連した事象に関しての専門性に基づき研究をふまえた

解説や見解の公表，地元医療機関，保健福祉機関，環境研究機関などへの技術的成果の

提供など，積極的に行うべきである。 
 
研究論文等の外部への発表について，組織として事前の把握が不十分なのであると

見受けられる。他の機関も参考にして，所内の手続きを体系化しておくべきである。 
 
これまでのところ，国環研や地方環境研究所との連携は必ずしも成立していない。水

銀以外の環境に関する研究とのつながり，地域環境行政における個別課題への技術的支

援の重要性を踏まえ，組織的に連携を図り技術的成果を還元する必要がある。 
また，水俣病問題を大きな起点とした環境行政創成期から 40 年以上経た現在，原点を

知らない環境行政担当者が出ていることも事実であり，行政研修にも積極的に関与して

いく必要がある。従来から，環境省が受け入れている地方公共団体からの研修生を対象

とした研修プログラムには国水研での研修が設定されているが，環境省職員に対する研

修も直轄研究機関として担うべきである。 
 
4.3  情報発信及び地域貢献 
 
1)  水俣病情報センター展示 

 
情報センターの展示は，一般向けの情報発信として一定の役割を担ってはいるが，他の

地域から水俣を訪ねる人々に対してもっと発信すべきである。運営検討の場に外部の視

点が不足している。 
また，隣接の水俣市立水俣病資料館とは内廊下で連続しているが，分担と連続性がわ

かりにくい。折角連続した施設であるなら，展示内容やイベントにおいても積極的な連携

を示すべきである。 
 

2)  アーカイブ機能 
 
情報センターには，展示のみならず，水銀と水俣病に関する情報を収集，整理し，世界の

研究者に向け提供する，アーカイブ機能が備わっているべきである。しかしながら，今のと

ころ社会的資料の収集保管にとどまっているように見受けられる。水銀関係文献を系統

的に収集整理して継続的にレビューし，環境中の水銀について長期間のデータベースを

収集するなど，水銀研究に関する専門性を発揮していくべきである。 
なお，アーカイブ機能を果たすための前提として，情報公開法上、公文書館的位置づけ

が未整備であるとすれば問題であり，早急の整理が必要である。 
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3)  ホームページ等多様な普及・広報活動 
 
国費を投入して得られた研究成果は，専門誌への論文発表にとどまらず，地域および国

内外で活用されなければならない。広報紙『とんとん峠』の全面リニューアル，一般公開

の定期的開催，ホームページ申し込みによる見学・視察の受け入れなど，努力は大いに評

価されるが，地元市民への浸透度という観点では，更なる広報活動の充実が求められる。

創立 30 周年となる現在もいまだ不十分といわざるを得ない。 
たとえば，市民の日常の疑問への助言や，水銀に関連した時事への解説，地域のイベン

トへ出向いての研究成果の解説など，市民の中に入っていく努力をすべきである。そのた

めには，地域貢献や連携を担当する部門を設け，体制として対応することも必要である。 
 
個別の活動としては，毛髪中の水銀測定は大きな役割を果たしていると評価できる。

調査研究としての意義のみならず，協力者にとって水銀を自分の問題としてとらえるきっ

かけとなり，大変有効な広報活動といえる。なお，調査研究によっては，地域のボランティ

ア組織等に協力を求めるなど，参加型の枠組みの設定も有効な広報活動となり得る。 
 
ホームページについて，頻繁な更新作業を開始したことは評価できる。組織・人員配置

上の制約もあるが，今後さらに継続的に更新していくことを怠ってはならない。 
 
国際的研究拠点たるためには，英文ホームページの充実も大変重要であるので，早急

な整備が求められる。 
ホームページは遠隔地に対しても広く情報を発信するには有効であるが，高齢化のす

すんでいる地元住民に対する情報発信機能としての有効性には疑問がある。どのような

人にどれだけ読まれているのかも検証しておく必要がある。 
 
4.4  水俣病被害地域支援 
 

水俣病認定患者については，高齢化に伴い，とくに重症の胎児性患者については加齢

に伴う著しい日常生活動作能力(ADL)の低下をみる場合もあり，認定患者として補償を

受けているとしても将来的な健康不安，生活不安は増大しており，技術的な支援を強化す

る必要がある。 
また，被害地域の住民全体の漠然とした健康不安の解消に努めることも重要である。 
地域社会においては，平成 7 年の政治解決以降，地域における『もやい直し』がすすめ

られていたが，平成 16 年の関西訴訟最高裁判決の後，認定申請者及び新保健手帳申請

者が急増するとともに，訴訟も提起されるなど，混沌とした状況となっている。このよう

な状況の下，地域住民の健康不安解消と保健福祉の充実を図る観点から，被害地域にお

いては介護及び機能低下防止に関する取り組みの重要性が増している。 
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1)  リハビリテーション事業，介護予防事業 
 
外来リハビリテーションの充実にも力を入れており，一定限の成果が得られている。し

かしながら，施設としては充実しているにも拘らず，市民にほとんど知られず，利用者も限

られている。もっと効率的に利用されるよう工夫すべきであり，リハビリ対象を広げる努

力をすべきである。単なるサービス提供機関ではなく，研究機関のリハビリ施設であるか

らには，研究テーマを設定すべきであり，たとえば，他疾患が原因の人も対象にして効果

比較や効果検証などの研究も実施すべきである。また，作業療法士や運動療法士等を対

象とした研修を実施するなどして，研究成果を専門家に還元すべきである。 
 
介護予防研究モデル事業に着手したことには一定の評価ができる。今年度は 3 年間の

モデル事業の最終年となっているが，事業の効果を検証し，さらに拡大発展させるための

効果的な事業展開を試みる必要がある。 
 

2)  関係機関との連携 
 
医療のみならず，介護・福祉・介護予防・リハビリテーション等の多様な保健医療福祉ニ

ーズを有する患者支援には，生活の場，住み慣れた地域での住環境，交流・共助の環境，保

健医療福祉サービス等へのアクセス確保等，地域ケアのしくみの構築が必要である。その

際、患者に対するいじめ、差別に端を発した「患者、市民の心」の問題に対するケアが重

要であることを銘記しておかなければならない。 
すでに，介護予防研究モデル事業においては地元社会福祉協議会や福祉・介護サービ

ス事業所との連携が図られつつあるが，さらに，県保健所，福祉関係部署，市町村，医師会・

医療機関，健康増進センター，地域リハビリセンター等と一体となった地域ケア構想，地域

ケアネットワークの構築に国水研として積極的に関与するべきである。 
 
また，保健所における家庭療養指導事業，胎児性・小児性患者に係る地域生活支援事業，

水俣病被害者等保健福祉ネットワークなど環境省の国庫補助事業の検証，資質向上のた

めの研修，さらには被害者等への保健福祉上の対処などにおいても，専門性を有する立

場から，参加し協力すべきである。 
 
研究的サービスの提供や，介護予防事業のみならず患者支援事業を実効のあるものに

するためには，住民の利便性を考慮し，既存の組織・機関との連携のうえに構築する必要

がある。具体的には，地元医療機関，とくに，水俣市立総合医療センターとのいわば相互

乗り入れや，水俣病患者のための重症心身障害児施設である明水園との緊密な交流を，

積極的に進めるべきである。 
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4.5  国際貢献 
 
国際貢献は，国際機関等における専門性の発揮，国際的な水銀研究の振興，途上国に対

する技術支援，に分類することができる。 
 
国際機関との関係のなかでは，すでに，昭和 61 年から「有機水銀の健康影響に関する

世界保健機関 (WHO)研究協力センター」に指定されているが，これまでは一部の研究

者のみが関与してきたきらいがある。今後は所内全体で協力する体制をとるべきである。 
国連環境計画(UNEP)においても，水銀プログラムが策定され，水銀の輸出規制や排

出削減に向けた取り組みが開始されているが，組織的関与には至っていない。 
 
国水研は，水銀を対象とした幅広い分野の研究者集団を構成し，これまでも高精度のメ

チル水銀分析の技術開発や水銀汚染土壌処理（特許取得）など国際的にも認められた成

果を出してきたが，必ずしも広く国内外に向けた研究拠点とはなっていない。 
 
途上国に対する技術支援は，これまでの研究成果をもとにした水銀分析技術移転，ばく

露評価，浄化作業に関する提言など，一定の活動実績があり，評価に値する。支援事業が

終了した後まで成果が発揮できるよう，個々の研究者に委ねるのではなく，機関としてプ

ロジェクトの内容に関与していく必要がある。 
 
4.6  組織運営体制 
 
1)  外部評価 

 
国水研は早い時期から外部評価制度をとりいれてきており，評価できる。しかしながら，

評価を受けての対応は十分に行われてきたとは言いがたい。これまで，内部での十分な

ブレインストーミングや自己評価が実施されていなかったことも，外部評価が反映できな

かった要因と考えられる。 
今回から外部評価と評価を受けての対応を公表することとした点は一歩前進であり，

効果が期待される。 
 
評価においてはミッションの明確化とともに数値化等の明確な到達目標設定も重要で

ある。次期中期計画においては目標と成果をより具体的にしていく必要がある。 
 
2)  組織・人事 

 
業務の推進にあたっては，円滑な運営ができる組織体制の整備が不可欠である。4.2-

3)に述べたとおり，研究をコーディネートする部門が必要である。 
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なお，4.3-2)に述べたとおり，情報センターを中心とするアーカイブ機能の確立のため

に，行政情報公開法等に則った整理を急ぐ必要がある。 
 
研究機関においては研究者が資本である。 
研究の活性化のために研究者個人の評価は重要であり，評価項目・方法を明示した上

で評価し，勤勉手当等へ反映することは，インセンティブになり得る。 
一方，研究者の人事は柔軟に行うべきであり，研究者の採用は原則公募とすべきであ

る。その際，前述してきた新たな研究分野への発展・展開と関連づけた方向性を明確にす

べきである。 
さらに，外部研究機関との連携・交流人事も重要である。 
また，所内若手研究者については，他の研究機関との交流人事を行うなどによる資質

向上を恒常的に進める必要がある。 
 

3)  効率化 
 
一部の研究では競争的資金が活用されているとはいえ，施設設備の運営から主な研

究費，海外協力費用までほぼすべてが国費で賄われている。研究環境として，整備された

機関であることを自覚すべきである。しかしながら，各研究者のコスト意識は低いと言わ

ざるを得ない。研究者の意識改革とともに，施設設備の共同利用方策も必要である。 
 
4) 施設整備及び環境配慮 

 
排水処理施設の整備などにより，メチル水銀という有害な物質を対象とした研究が環

境への負荷なく実施できる環境にあるが，ほとんど内部研究者のみが使用している。高

度な水銀処理機能を備えた施設として，外部研究者も活用し易くすべきである。 
なお，より効果的な研究環境の設定や具体的な水銀以外の廃棄物処理，環境測定モニ

タリングの複数化など，所内に専門家がいない分野については外部に意見を求める必要

もある。 
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5.  今後の国水研のあり方について 
 

本章は，今後の国水研のあり方について，環境行政を取り巻く状況の変化，環境問題の

推移，科学技術の進展，社会経済情勢の変化などをふまえつつ，どのような展開が必要か，

どのような方向転換が必要か，機関評価をもとに，機関評価委員会としてとりまとめ，提

言するものである。 
 
1) 国水研の使命と位置づけの明確化 

 
国水研は，環境省直轄の機関であり，水俣に設置されている機関として，研究活動とと

もに，地域貢献と国際貢献を使命と認識すべきである。 
長中期目標および中期計画は，平成 19 年 9 月に整理されたばかりであり，明確となっ

た目標に沿って具体的に計画を速やかに実行に移すことが重要である。 
環境省内における組織上の位置づけ(総合環境政策局環境調査研修所の下部組織)と

業務上の位置づけ（環境保健部企画課特殊疾病対策室が担当）を踏まえて，国水研の将

来展望を明確に打ち出すことにより，より一層使命を果たすべきである。 
 
2) 水銀研究拠点としての研究の推進 

 
水銀に関連する研究には分子レベルの作用メカニズム研究から自然界・生態系内での

水銀動態，分析工学，臨床医学，食品化学，さらには水俣病問題への社会学的アプローチ

まで，幅広い分野が存在する。国水研は，水銀研究に特化した唯一の機関として，最先端

の研究拠点機能を目指すとともに，他の機関では対応できない広い学際的領域に係る研

究や過去の事象の解明など，社会的・行政的需要にも応えなければならない。水準の高

い水銀研究を目指すために，メチル水銀のみに限定せず，無機水銀や関連物質等を総合

的に研究対象とすることも重要である。 
 
所内の研究においては，集学的なアプローチを進めるとともに，次期中期計画におい

ては，外部有識者に意見を求めるなどして，研究全体の方向性を定め，バランスのとれた

課題設定を行うべきである。 
 
幅広い分野の研究者が集まっているとはいえ，内部の限られた数の研究者のみで新た

な研究を展開するには自ずと限界がある。所内に留まらず，内外の研究者による水銀研

究を振興する体制を整えるべきである。具体的には整備された研究環境を外部研究者が

利用できるよう共同研究や招聘研究を推進するとともに，所外の水銀研究に対しても研

究費支援ができる制度の確立等，振興助成策を図るべきである。 
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水俣病に関連した研究分野においては，臨床研究の実施のために，医療機関との人的

交流も視野においた連携が不可欠である。今年度導入が決定された脳磁計は評価でき

るものであり，これを機会に脳機能診断学分野での臨床研究の展開，さらには脳機能外

科治療にむけた臨床研究を進めるべきである。 
 
一方，現在の水銀に関する研究においても，環境省の研究として，自然界での水銀の動

態，地球規模での水銀移動等に関する研究などさらに充実させなくてはならず，自然科

学系の研究にもっと重点を置き，まずは水俣湾周辺の水銀動態を大気・水・生物について

総合的に調査するような研究から早急に着手すべきである。 
 
3) 研究成果を活用した情報発信 

 
研究成果および情報収集成果の活用と発信という点では，水銀研究についてのアーカ

イブ機能・レビュー機能・データベース機能を確立し，国内外の専門家に対して最新の知見

が提供できる体制を構築すべきである。そのためにも，行政情報公開法等に則った整理

を急ぐ必要がある。 
 
一方，市民に対しては，情報センター展示等を，よりわかりやすく，関心の高まるような

内容に工夫すべきであり，また，さまざまな機会をとらえて日常的な疑問や健康不安に対

して研究成果を踏まえた具体的な助言を行うべきである。 
 
4) 研究成果を活用した水俣病被害地域への福祉的支援 
 

水俣病被害地域で需要の高まっている保健福祉対策については，研究成果を活かし専

門性を発揮して，積極的に参画し，患者被害者支援に寄与することが求められる。 
 
リハビリテーション部門については，研究テーマ設定とも連動して，施設や人的資源を

効率的に活用すべきであり，対象の拡大も検討すべきである。 
これまでの研究成果をもとに，地域ケアネットワークの構築に積極的に関与してくこと

は，保健福祉行政上の需要にも応えるものである。すでに，介護予防研究モデル事業にお

いては地元社会福祉協議会や福祉・介護サービス事業所との連携のもとで成果が出つ

つあるが，さらに発展させる方向を目指す必要がある。 
 
また，医療機関として届出をしてはいるものの診療部門は持たず，入院･入所機能を持

たない国水研が水俣病患者等のニーズに応えるためには，地域の公的基幹医療機関で

ある水俣市立総合医療センターや水俣病患者のための重症心身障害児施設である明水

園との緊密な連携は不可欠である。 
今年度，脳磁計を共同研究先である水俣市立総合医療センターに設置して臨床研究を

実施することはただちに臨床診療に反映されるものとして期待したい。地元医療機関と

の緊密な連携により，研究と並行して地元医療にも寄与していくべきである。 
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5) 専門研究機関としての国際貢献 
 
国際貢献分野は，国水研に期待する役割のなかで今後大きなウェイトを占めていく分

野であり，途上国への単なるサービスではなく，研究的にも戦略的に組織を挙げて計画し

ていく必要がある。 
 

WHO が認定している有機水銀の健康影響に関する研究協力センターとして，また，

UNEP 水銀プログラム等において，国水研及び環境省として組織的に専門性を発揮す

べきであり，各研究者には専門家であると同時に政府機関に所属する者としての自覚を

もって参画していくことが必要である。 
 
国際的に水銀研究振興拠点となるためには，海外の研究に対しても研究を助成する機

能や，指導的研究者を一課題解決できる程度長期に招聘するようなダイナミックな仕組

みを構築すべきである。 
 
途上国に対する技術支援は，これまでの研究成果をもとにした水銀分析技術移転，ばく

露評価，浄化提言が中心となっている。相手国の実情を踏まえ，事業が終了した後まで成

果が発揮できるよう，効果的なプログラムを工夫して展開していくことが重要である。 
 
6) 円滑な運営ができる組織体制の整備 

 
組織的に研究を推進するためには，情報の収集と発信，共同研究など外部機関との連

携の強化，進捗状況の把握調整，環境の整備等を専ら調整する部門を設け，研究の企画・

調整を支援する担当者を配置することが必要である。 
また，研究推進拠点として役割を果たすためには，研究資金を外部へ提供する機能が

必要であり，これを運営する組織も必要である。 
 
研究機関においては，研究者が資本である。目標，計画を実現するための新たな研究

分野への展開など，将来の方向性を明確にした人事を実施すべきである。 
研究者の人事を柔軟に行い，研究者の採用は原則公募とすべきである。また，他の研究

機関との交流人事を行いやすくするよう制度的・環境的整備も必要である。 
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6.  むすび 
 

国水研は，長期目標として，「わが国の公害の原点といえる水俣病とその原因となった

メチル水銀に関する総合的な調査・研究，情報の収集・整理，研究成果や情報の提供を行

うことにより，国内外の公害の再発を防止し，被害地域の福祉に貢献すること」を定めた

上，国際・総合研究，臨床，基礎研究，疫学研究，総務の分野毎に目標を掲げ，平成 19 年 9
月に中期計画（平成 19 年度を中間年とし，平成 21 年度を終期とする）を策定している。 

このように，他の国立研究組織の PDCA サイクルの確立や枠組み設定の動きを敏感

に察知し，自ら率先して，改革・改善に取り組もうとしていることは，上家所長のリーダーシ

ップによるところが大きく敬意を表したい。 
本評価委員会は，国水研のこれまでの実績を踏まえ，将来像を描きながら，前章の様に，

1）使命と位置付けの明確化，2）研究の推進，3）地域への福祉的支援，4）国際貢献，5）組
織体制整備の 5 項目について提言することとした。 

本評価及び提言を活用して，水俣病・水銀を核とした世界で唯一の専門研究機関とし

て，その応用範囲を拡大し，世界の水銀関係の中核的研究拠点（Center of Excellence）
を目指していただきたい。また，国，環境省はそのための財政的支援を充実すべきである。 

 
 
最後に，本評価の実施に際して，資料整備，施設見学等について，上家所長をはじめと

する国水研各位のご尽力をいただき，円滑に実施できました。 
ご努力に深く感謝いたします。 
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平成 20 年国立水俣病総合研究センター機関評価委員会委員 
 

 
 

◎ 委員長 
 
 

金刺 潤平 水俣浮浪雲工房 主宰

北野 邦俊 熊本県医師会 会長

◎ 﨑元 達郎 国立大学法人熊本大学 学長 

田中 慶司 財団法人結核予防会結核研究所 顧問 

中西 準子 独立行政法人産業技術総合研究所 
安全科学研究部門 部門長 
 
 

村田 信一 熊本県環境生活部 部長

村田 弘子 熊本県立芦北高等学校 非常勤講師 

吉田 紀子  鹿児島県 参与

（平成 20 年 6 月 11 日現在） 
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今後の国水研のあり方 

水銀研究拠点 

としての 

研究の推進 

専門研究機関 

としての 

国際貢献 

研究成果を活用した

水俣病被害地域への

福祉的支援 

研究成果を活用した

情報発信 

 国内外の水銀研究の振興  

 研究領域バランスの確保  

 脳磁計を活用した臨床研究の  

推進  

 研究調整担当者の配置  

 アーカイブ機能の確立  

 レビュー機能の確保  

 データ･ベース機能の強化  

 情報センター展示の更新  

 自治体等地元団体との連携 

 リハビリ実施体制の見直し  

 明水園との連携 

 市立医療センターとの連携 

 介護予防研究事業の拡大 

 地域ケアへの参画 

 研究振興  (再掲) 

 長期招聘制度の拡張  

 国際フォーラムの見直し  

 環境省担当部局と連携下の  

国際機関への専門的参画  

 
 
 
 
 

・ 次期中期計画への反映  

・ 研究領域を考慮した採用計画  

・ 研究者人事交流の促進  

・ 住民への具体的な情報の発信  

・ 研究者へのデータ提供  

・ 研修機能の充実  

・ 明水園の支援  

・ 市立医療センターの支援  

・ 自治体の支援  

・ 国際水銀会議への参画  

・ 外国語による情報発信の充実  
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資 料 編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
註： 本資料編では、第 1 回委員会に使用した資料構成を基としつつも、その後平成 20 年 6 月

11 日現在までの更新作業を反映した現時点での最新版を掲載した。 
  

 なお、機関評価においては、本資料編に掲載した資料の他、下記を参考として供覧した。 

  

 参考   平成 14 年度機関評価委員会報告書 
       平成 18 年度年報（第 27 号）および平成 18 年度年報追補 
       平成 19 年研究評価報告書 

        国立水俣病総合研究センターパンフレット 
       水俣病情報センターパンフレット 
       広報誌「とんとん峠」 
       広報パンフレット「水銀と健康」 
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資 料 １ 

 
国立水俣病総合研究センター研究開発評価要綱 

 
平成 19 年 9 月 13 日 

平成 19 年 10 月 3 日確認 
国水研第 103 号 

平成 20 年 6 月 10 日(一部改正) 
国水研第 7 0 号 

 
１．趣 旨 
 

国立水俣病総合研究センター(以下、「国水研」という。) は、国費を用いて運営し、研

究及び業務を実施している環境省直轄の研究機関であり、かつ、水俣病発生地である水俣

に設置されている機関である。したがって、国水研の運営及び活動については、自ら適切

な研究評価及び機関評価を実施し、設置目的に則って、国内外に広く、かつ、地元に対し

て貢献していかなければならない。 
このため、｢国の研究評価に関する大綱的指針｣ (平成 17 年 3 月 29 日内閣総理大臣決定) 

及び「環境省研究開発評価指針」 (平成 18 年 10 月 19 日環境省総合環境政策局長決定) を
踏まえ、国水研として、平成 19 年 9 月 13 日、研究開発評価要綱(以下、｢本要綱｣とい

う。) を定めた。 
今般、内部評価に外部から兼務または併任として参加していた旧研究企画官会議を内部

組織として改め、外部研究評価を中期的及び年次に実施するため、一部を改正するもので

ある。 
 
２．評価対象及び体制 
  

(1)  機関としての国水研 
(2)  国水研におけるすべての研究成果 
(3)  国水研におけるすべての研究および事業の企画および実施・進捗状況 
上記のうち、(1)については機関評価として、(2)については研究評価として、(3)につ

いては研究・事業年次評価として、本要綱によって実施する。 
 
３．機関評価 
 
（１）機関評価の目的 
 

環境省に設置されている国水研として、その運営方針、組織体制、調査研究活動及び研

究支援体制並びに業務活動等の運営全般が「水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに

国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと」に照らし、妥当であるか、有効で
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あるか、改善すべき点は何かを明らかにし、以って、機関としての国水研の制度的な改善

を図り研究業務の活性化・効率化を促進することにより、より効果的な運営に資すること

を目的とする。 
 
（２）機関評価委員会の設置及び委員の選任 
 
 国水研に、原則として国水研外部から選任する機関評価委員により構成される、機関評

価委員会を設置する。 
 機関評価委員会は、国水研の調査研究活動及び業務活動について、専門的かつ多角的な

見地から評価できるよう構成する必要がある。 
 所長は、機関評価委員会の設置・運営、委員の任期等について必要な事項を別に定める。 
 
（３）機関評価の時期 
 
 機関としての評価は定期的に実施し、その結果が直ちに反映されなければならないこと

から、原則として３年毎に定期的に実施する。 
 
（４）評価方法の設定 

 

機関評価委員会は、国水研から具体的で明確な報告を求め、国水研の設置目的に照らし

た評価が実施できるよう、あらかじめ、機関評価実施細則を定める。機関評価の基準は、

国水研の設置目的、中長期目標に照らし、さらに環境行政を取り巻く状況の変化、環境問

題の推移、科学技術の進展、社会経済情勢の変化などに応じて柔軟に見直していく必要が

ある。機関評価委員会は、国水研が置かれた諸状況・諸課題等を適切に勘案し、別途設置

されている研究評価委員会の評価結果を参照しつつ、運営全般の中でも、評価時点で、よ

り重視すべき評価項目・評価視点を明確化し、また、できる限り国民各般の意見を評価に

反映させるものとし、所長はこれに協力する。 
 
（５）機関評価結果の取りまとめ 
 
 評価結果の取りまとめは、国水研の事務局の補佐を得て、機関評価委員会が行う。 
所長は、取りまとめられた評価結果を速やかに所内に周知する。 
 
（６）機関評価結果への対応 
 
 所長は、機関評価結果に示された勧告事項にもとづいて、運営の方針、計画、内容等を

見直し、対応した結果を機関評価委員会に報告する。 
 また、所長は、機関評価結果が国水研の運営に適切に活用されているかどうかについて、
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毎年フォローアップを行い、その結果を機関評価委員会に報告する。 
 
（７）機関評価結果の公表 
 
 所長は、機関評価結果及び機関評価結果への対応についてとりまとめ、機関評価委員会

の同意を得て、国水研ホームページ等により公表する。公表用のとりまとめにあたっては、

機密の保持が必要な場合、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等の観点に配慮

する。 
 
４．研究評価 
 
（１）研究評価の目的 

 
国水研において実施しているすべての研究は、国水研の所掌である「水俣病に関する総

合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと」さらに

中長期目標に照らし、現行の中期計画に則って、実施し、成果をあげなければならない。 
研究評価は、国水研の研究としての妥当性、有効性を評価し、以って、国水研の活動を

評価することを目的とする。 
 
（２）研究評価委員会の設置 
 
 国水研に、外部評価のために研究評価委員会を設置し、研究評価委員会のもとに、研究

評価年次委員会を設ける。 
 研究評価委員会は、中期計画に照らし、中期的な研究成果を評価するとともに、次期中

期計画について意見を述べることとする。 
研究評価年次委員会は、各年における研究および関連事業の実施および進捗状況を評価

した上で、翌年の企画について意見を述べることとする。 
 所長は、研究評価委員会および研究評価年次委員会の設置・運営等について必要な事項

を別に定める。 
 

（３）研究評価委員会委員の選任 
 
 研究評価委員会および研究評価年次委員会は、原則として国水研外部から選任する委員

により構成する。評価対象となる研究分野の専門家のみならず評価対象となる研究分野と

は異なる専門分野の有識者を含め、研究評価委員会として専門的かつ多角的な見地から評

価できるよう構成する必要がある。 
なお、研究評価年次委員会の選任については、所長が研究評価委員会に意見を求めるこ

とができるものとする。 
 所長は、研究評価委員会の委員の選任・任期等について必要な事項を別に定める。 
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（４）研究評価の時期 
 
 ① 研究評価委員会は、中期計画に照らし、中期的な研究成果を評価することから、原

則として、中期計画の実施期間である 5 年毎に開催する。期間中の成果を評価するととも

に、評価結果を次期計画策定に反映させるためには、計画期間のうち、概ね 4 年目に実施

することが望ましい。 
 
② 研究評価年次委員会は、その年の研究成果がある程度まとまり、次年度の研究企画

に遅滞なく反映できるよう、年度の最終 4 半期のうちに実施することが望ましい。 
 

（５）評価方法の設定 
 
① 研究評価委員会は、各研究者から具体的で明確な報告を求め、国水研の設置目的、

5 ヵ年計画の目標に照らした評価が実施できるよう、あらかじめ、研究評価実施細則を定

める。 
 研究の評価は、国水研の設置目的、中長期目標に照らし、中期計画に則っているかどう

かを主な基準とした上で、中期計画の達成という観点から評価を行う。なお、環境行政を

取り巻く状況の変化、環境問題の推移、科学技術の進展、社会経済情勢の変化などに対応

しているかどうかという観点にも留意する。また、共同研究者、研究協力者、等を含めた

研究体制についても研究の水準を高めるために寄与しているか否か評価する。 
 研究の評価にあたっては、研究の企画・進捗状況・成果とともに、各研究者の、国水研

としての業務への参画等を通じた社会貢献等の活動にも考慮する必要がある。 
 
② 研究評価年次委員会は、各研究者から具体的で明確な研究報告を求め、当年度の研

究企画に則ったものであるかどうか評価するとともに、次年度の研究企画が中期計画に則

ったものであるかどうか、当年度の研究成果を踏まえ発展または修正したものであるかど

うか、評価するため、あらかじめ、年次研究評価実施細則を定める。 
 

研究評価委員会および研究評価年次委員会は、研究評価実施細則および年次研究評価実

施細則に基づき、国水研の事務局の補佐を得て、被評価者である国水研に所属する研究者

に対し、研究評価に伴う作業負担が過重なものとなり、本来の研究活動に支障が生じない

ように、評価に際しての要求事項等について具体的かつ明確に、十分な期間をもって周知

しておくことが望ましい。 
 
（６）研究評価結果の取りまとめ 
 
 評価結果の取りまとめは、国水研の事務局の補佐を得て、各委員会が行う。 
所長は、取りまとめられた研究評価結果を速やかに各研究者に通知する。 
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（７）研究評価結果への対応 
 
 国水研は、各委員会において示された勧告事項にもとづいて、各研究について、方針、

計画、内容等を見直し、研究評価委員会および研究評価年次委員会に報告する。 
 また、所長は、研究評価結果が国水研の研究活動に適切に活用されているかどうかにつ

いて、毎年フォローアップを行い、その結果を研究評価委員会および研究評価年次委員会

に報告する。 
 
（８）評価結果の公表 
 
 所長は、評価結果及び評価結果への対応についてとりまとめ、研究評価委員会および研

究評価年次委員会の同意を得て、国水研ホームページ等により公表する。公表用のとりま

とめにあたっては、機密の保持が必要な場合、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の

取得等の観点に配慮する。 
 
５．評価の実施体制の整備等 

 
所長は、評価活動全体が円滑に実施されるよう、国水研における評価の実施体制の整

備・充実に努める。所長は、評価に係る関係資料作成、調査等に当たっては、個人情報や

企業秘密の保護等に配慮しつつ、その業務の一部を外部に委託することができる。 
 所長及び各所員は、あらかじめ国水研の研究活動について十分な自己点検を行い、適切

な関係資料を整理し、それらが実際の評価において有効に活用されるよう配慮する。 
 
６．その他 

 
本要綱に関し必要となる事項については、所長が別に定めるものとする。 
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資 料 ２ 

 
国立水俣病総合研究センター機関評価委員会設置要領 

 
平成 19 年 9 月 13 日 

 
１．国立水俣病総合研究センター（以下「国水研」という。）において実施する研究全般

の評価を行うため、「国立水俣病総合研究センター研究開発評価要綱」(平成 19 年 9 月

13 日、国水研第１０３号）に基づき、国水研に機関評価委員会を設置する。 
 
２．機関評価委員会は、委員１２名以内で組織し、所長が委嘱する。 
 
３．機関評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
 
４．委員の任期は定期の機関評価と同じく 3 年とし、期間中の新任・交代の場合も残任期

間とする。なお、再任は妨げない。 
 
５．機関評価委員会に、特定の部門や問題の検討等を行うため、外部有識者に対しオブザ

ーバー参加を求めることができる。 
 
６．機関評価委員会の庶務その他評価に必要な事務については、総務課において処理する。 
 
７．その他機関評価委員会の運営に関し必要な事項は、総務課の補佐を得て、委員長が機

関評価委員会に諮って定める。 
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資 料 ３ 
 

国立水俣病総合研究センター研究評価委員会設置要領 
 

平成 19 年 9 月 13 日 
平成 20 年 6 月 10 日改正 

 
 
１．国立水俣病総合研究センター（以下「国水研」という。）において実施する研究全般

の評価を中期計画に則って行うため、「国立水俣病総合研究センター研究開発評価要

綱」(平成 20 年 6 月 10 日、国水研第 70 号）に基づき、国水研に研究評価委員会を設置

する。 
 
２．研究評価委員会は、委員 12 名以内で組織し、所長が委嘱する。 
 
３．研究評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
 
４．研究評価委員の任期は 5 カ年計画とする中期計画の策定期間と同じく５年とし、期間

中の新任・交代の場合も残任期間とする。なお、再任は妨げない。 
 
５．研究評価委員会のもとに、各年度に実施された研究・業務が年度当初に策定された企

画に則ったものであるかどうか評価し、次年度の研究企画が中期計画に則ったものであ

るかどうか、当年度の研究成果を踏まえ発展または修正したものであるかどうか、評価

するため、研究評価年次委員会を設置する。 

 
６．研究評価年次委員会は、委員 12 名以内で組織し、研究評価委員長の助言を得て、所

長が委嘱する。なお、研究評価委員会との併任は妨げない。 
 
７．研究評価年次委員会に委員長を置き、研究評価委員長の指名によってこれを定める。 
 
８．研究評価年次委員会委員の任期は 5 カ年計画とする中期計画の策定期間と同じく５年

とし、期間中の新任・交代の場合も残任期間とする。なお、再任は妨げない。 
 
９．特定の部門や問題の検討等を行うため、外部有識者に対し研究評価委員会または研究

評価年次委員会へのオブザーバー参加またはレビューアーとしての役割を求めることが

できる。 
 
10．研究評価委員会および研究評価年次委員会の庶務その他評価に必要な事務については、 

総務課において処理する。 
 
11．その他研究評価委員会および研究評価年次委員会の運営に関し必要な事項は、総務

課の補佐を得て、各委員長が各委員会に諮って定める。 
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資 料 ４ 

 
国立水俣病総合研究センター機関評価実施細目 

 
平成 20 年 2 月 8 日 

機関評価委員会 
 
 「国立水俣病総合研究センター（以下「国水研」という。）研究開発評価要綱」(平成

19 年９月 13 日国水研第１０３号）（以下「評価要項」という。）４．４）に基づき、機

関評価委員会における評価方法を定める。 
 
１．評価の対象 

評価は、原則として国水研として実施しているすべての業務とその運営全般を対象と

して実施する。その際、必要に応じて研究課題等についても意見を述べることとする。 
２．評価の期間 

評価の時期は原則として３年に１回であり、前回開催から３年間について評価するこ

ととされているが、平成１９年度開催の機関評価委員会においては、平成１５年度から

平成１９年度までの５年間に実施された業務及びその運営について評価する。 
３．評価の方法 

国水研の業務及び運営全般について、提出資料、施設の視察、概要説明及び研究課題

の評価についての研究評価委員会の評価結果を踏まえ、次の項目などについて、国水研

の設置目的、中期計画、社会的ニーズに照らして妥当であるかの評価を行う。 
評価結果は、各委員が評価できる点、改善すべき点について具体的なコメントを記載

し、委員長がこれを総括的にとりまとめる。 
（１）国水研の業務運営体制 

①業務運営 
②企画・総合調整 
③外部評価体制のあり方 
④関係機関との連携 
⑤施設整備 

（２）国水研の業務内容 
①研究・業務実績 
②国際協力 
③地域貢献 
④情報発信 

（３）現在の取り組み 
①体制等の見直し 
②新たな取り組み 

 
４．評価結果の通知及び反映並びに公開 
（１）委員会は、評価結果をとりまとめるとともに、今後の国水研のあり方について積極

的に提言する。 
（２）国水研所長は委員会からの評価結果及び提言をうけ、具体的な対応を行うとともに、

その経過を委員会に報告する。 
（３）国水研所長は、評価結果及び提言、それに対する対応についてその内容をホームペ

ージ等により公開する。ただし、委員会が、機密の保持が必要、あるいは個人情報や

企業秘密の保護、知的財産権の取得等の観点から必要と判断する場合は、評価結果の

内容の一部を非公開とすることができる。 
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資 料 ５ 
 

（国立水俣病総合研究センター） （単位：千円）

増 減 率
大 中 小

（組織）環境省 757,585 739,929 △ 17,656 97.67%

(項)環境調査研修所 571,368 514,054 △ 57,314 89.97%

（大）13環境調査研修所に必要な経費 74,442 72,677 △ 1,765 97.63%

（中）006増員要求に伴う経費 0 70 70

0 70 70

（中）016環境調査研修所共通経費 74,442 72,607 △ 1,835 97.53%

74,442 72,607 △ 1,835 97.53%

（大）13環境保全に関する調査・研修等に必要な経費 496,926 441,377 △ 55,549 88.82%

（中）001環境保全調査・研修等共通経費 95,295 98,356 3,061 103.21%

95,295 98,356 3,061 103.21%

（中）021国立水俣病総合研究センター調査研究費 401,631 343,021 △ 58,610 85.41%

（小）001 経常研究費 196,369 163,598 △ 32,771 83.31%

① 継続研究関係経費 165,676 146,103 △ 19,573 88.19%

② 情報基盤整備費 30,693 17,495 △ 13,198 57.00%

（小）006 特別研究費 94,873 101,008 6,135 106.47%

①

②

③

④ 胎児性水俣病に関する社会的研究 10,561 9,940 △ 621 94.12%

⑤ 介護予防等在宅支援モデル研究事業 42,930 42,930 0 100.00%

（小）011 水俣病情報センター関係経費 93,930 60,408 △ 33,522 64.31%

① 水俣病資料収集・整理・提供事業 4,526 1,166 △ 3,360 25.76%

② 水俣病情報センター運営費 26,379 18,848 △ 7,531 71.45%

③ 水俣病関連資料総合調査事業 29,513 29,145 △ 368 98.75%

新 ④ 水俣病教訓発信・交流事業 0 11,249 11,249

⑥ 前年度限りの経費 33,512 0 △ 33,512

（小）016 国際研究交流事業関係経費 16,459 18,007 1,548 109.41%

① 国際共同研究経費 11,833 12,997 1,164 109.84%

② 国際シンポジウム開催経費 4,626 5,010 384 108.30%

(項)環境調査研修所施設費 186,217 225,875 39,658 121.30%

（大）13環境調査研修所施設整備に必要な経費 186,217 225,875 39,658

（中）006 国立水俣病総合研究センター施設整備費 186,217 225,875 39,658

（小）001国立水俣病総合研究センター耐震改修 186,217 225,875 39,658 121.30%

⑥
水俣病の脳機能の客観的評価法の確立及びデータ
ベース作成に関する研究

胎児期のメチル水銀曝露の健康影響に関する研究

環境中の水銀の除去方法の実用化等に関する研究

我が国の水銀の存在状況の把握に関する研究
(UNEP水銀ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの対応)

平成２０年度予算一覧表

対前年度比較
増 △ 減 額

平成１９年度
予 算 額

（小）006国立水俣病総合研究センターの調査・研究に必要な共通経費

事　　　　　　　　　　　項

（小）006増員要求に伴う諸費

（小）011国立水俣病総合研究センターの運営に必要な共通経費

平成２０年度
予 算 額

新

264

△ 4,309

11,192

10,518

0

102.42%

70.94%

15,225 15,225

15,627 11,203

10,928

14,827

71.69%△ 4,424
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予算の推移

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

（組織）環境省「総額」 718,159 729,707 642,092 865,385 757,585 739,929

　（項）環境調査研修所「運営・研究費」 420,011 437,854 520,045 579,633 571,368 514,054

　　（大事項）環境調査研修所の運営に必要な経費「運営費」 101,740 108,716 118,520 116,295 74,442 72,677

　　（大事項）環境保全に関する調査、研修等に必要な経費「研究費」 318,271 329,138 401,525 463,338 496,926 441,377

　　　（中事項）環境保健対策推進の調査研究等共通経費 － － － 55,753 95,295 98,356

　　　（中事項）調査研究費 216,854 232,310 309,509 295,569 401,631 343,021

　　　　（小事項）経常研究費 172,504 160,616 228,008 198,087 196,369 163,598

　　　　（小事項）特別研究費 44,350 71,694 81,501 97,482 94,873 101,008

　　　　（小事項）水俣病情報センター関係経費 71,453 74,622 73,589 95,382 93,930 60,408

　　　　（小事項）国際研究交流事業関係経費 29,964 22,206 18,427 16,634 16,459 18,007

　（項）環境調査研修所施設費「施設整備の経費」 298,148 291,853 122,047 285,752 186,217 225,875

　　　　　　施設整備費の内容 共同実習棟建設 同左 補修工事 ｸﾞﾘｰﾝ改修 耐震改修 同左

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

耐震設計

※人件費は環境調査研修所と一体で経常しているため除く
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資 料 ６ 

 

 

 

 

 

国水研の業務運営体制 

 

 

 

 

資料 6-1  国水研中長期目標及び国水研中期計画 

資料 6-2  外部評価体制について 

資料 6-3  平成 20 年度国水研運営体制 

資料 6-4  平成 16 年度～平成 19 年度末における主な施設整備状況 
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資料６－１ 

平成 19 年 9 月 13 日決 定 
平成 19 年 10 月 3 日確 認 
平成 20 年 6 月 10 日一部改正 

 
国水研の中長期目標について 

 
１．趣 旨 

 
国立水俣病総合研究センター(以下、「国水研」という。) は、国費を用いて運営し、研

究及び業務を実施している。したがって、国水研の運営及び活動については、自ら適切に

中長期目標、計画を立て、これに沿って年次計画を実行した上で、研究評価及び機関評価

を実施し、国民に対して説明責任を果たさなければならない。 
 中長期目標は、国水研の設置目的に照らし、さらに環境行政を取り巻く状況の変化、環

境問題の推移、科学技術の進展、社会経済情勢の変化などに応じて柔軟に見直していく必

要がある。また、評価においては、｢国の研究評価に関する大綱的指針｣ (平成 17 年 3 月

29 日内閣総理大臣決定) 及び「環境省研究開発評価指針」 (平成 18 年 10 月 19 日環境省

総合環境政策局長決定) を踏まえる必要がある。 
 今般、改めて、国水研としての長期目標及び中期目標を確認する必要がある。 
 
２．設置目的について 
 

国立水俣病総合研究センターは、環境省設置法、環境省組織令及び環境調査研修所組織

規則に設置及び所掌が示されており、当然のことながらこれらに則って運営されなければ

ならない。 
 

環境調査研修所組織規則（平成十五年六月十八日環境省令第十七号）抄 
 環境省組織令（平成十二年政令第二百五十六号） 第四十四条第三項の規定に基づき、及

び同令を実施するため、環境調査研修所組織規則を次のように定める。 
第一条～第六条 （略）  
第七条  国立水俣病総合研究センターは、熊本県に置く。  
第八条  国立水俣病総合研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。  
一  環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整

理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の

情報の収集、整理及び提供を行うこと。  
二  前号に掲げる事務に関連する研修の実施に関すること。  
第九条   （略） 
第十条  国立水俣病総合研究センターに、総務課及び次の四部を置く。 
国際・総合研究部 
臨床部 
基礎研究部 
疫学研究部  
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２  疫学研究部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。  
第十一条  （略） 
第十二条  国際・総合研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一  水俣病に関する国際的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。  
二  水俣病に関する社会科学的及び自然科学的な調査及び研究に関すること（他の部

の所掌に属するものを除く。）。  
三  水俣病に関する国内及び国外の情報の収集及び整理（疫学研究部の所掌に属する

ものを除く。）並びに提供に関すること。  
第十三条  臨床部は、水俣病の臨床医学的調査及び研究並びにこれらに必要な範囲内

の診療に関する事務をつかさどる。  
第十四条  基礎研究部は、水俣病の基礎医学的調査及び研究に関する事務をつかさど

る。  
第十五条  疫学研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一  水俣病の疫学的調査及び研究に関すること。  
二  水俣病に関する医学的調査及び研究に必要な情報の収集及び整理に関すること。  
第十六条   （略） 
   附 則  
１  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。  
２   （略） 

 
以上より、国水研の設置目的は次のように要約することができる。 

「国水研は、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整

理及び提供を行うこと及びこれらに関連する研修の実施を目的として設置されている。」 
具体的には「水俣病に関する、○国際的な調査・研究、○社会科学的調査・研究、○自然

科学的調査・研究、○国内外の情報の収集、整理、提供、○臨床医学的な調査・研究、○基
礎医学的な調査・研究、○疫学的調査・研究及び医学的調査・研究に必要な情報の収集整理

を行う機関」である。 
 
３．長期目標について 

 
国水研の活動は研究においても機関運営においても設置目的に照らし、かつ、熊本県水

俣市に設置された趣旨に基づかなければならない。さらに、環境行政を取り巻く状況の変

化、環境問題の推移、科学技術の進展、社会経済情勢の変化などを考慮し、現在の活動実

態に鑑みて、国水研の長期目標を整理しておかなければならない。 
 国水研の長期目標は、現時点では、 
 「わが国の公害の原点といえる水俣病とその原因となったメチル水銀に関する総合的な

調査・研究、情報の収集・整理・研究成果や情報の提供を行うことにより、国内外の公害

の再発を防止し、被害地域の福祉に貢献すること」 
と表現することが可能である。 
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４．中期目標について 
 
（１）中期目標の期間 

 
国水研の活動は研究においても機関運営においても中期的な目標とこれに沿った計画に

よって適切に実施する必要がある。一方、研究活動については、1 年単位では完成しない

場合が多く、一律に期間を定めることは不可能であるが、概ね３～５年単位で評価し検証

することが求められている。 
 このため、中期的な研究計画を５年と定め、５年単位で研究課題を見直すこととする。

これにより、中期計画における研究課題に沿って個別研究を推進するとともに、組織体制

についても研究課題に即して柔軟にかつ責任体制を明確にしておく必要がある。 
 現在の研究は概ね平成 17 年度から開始されたものが多いことから、暫定的に今年度を３

年目即ち中間評価年であると確認し、平成 21 年度を今期の終期として、最終評価を行うこ

ととする。 
 なお、機関評価については、中期的な研究計画と敢えて連動することなく、環境行政を

取り巻く状況の変化、環境問題の推移、科学技術の進展、社会経済情勢の変化などに呼応

した機関となっているかどうかの評価も含め、３年単位での実施が適当である。従来の機

関評価周期にあわせると昨年度実施すべきであったが、水俣病公式確認 50 年事業の実施に

注力したため、今年度実施となっている。次回の機関評価は今年度実施を基点として、平

成 22 年度に実施、以後３年毎に実施することとする。 
 
（２）平成 17 年から現在までの水俣病及び水俣病対策ならびにメチル水銀に関する研究

をとりまく状況 
 
水俣病認定患者については、高齢化に伴い、とくに重症の胎児性患者については加齢に

伴う著しい ADL の低下をみる場合もあり、認定患者として補償を受けているとしても将来

的な健康不安、生活不安は増大している現状がある。 
 一方で、地域社会においては平成８年の政治解決以降ほぼ落ち着いた状態でもやい直し

がすすめられていたが、平成 16 年の関西訴訟最高裁判決後、あらたに新保健手帳の受付開

始などの対策が実施されているものの、水俣病対策に対する被害者団体等の活動状況は一

変し、現在、認定申請者及び新保健手帳申請者が急増するとともに、被害者団体によって

は訴訟準備が進められ、再び緊張した構造が生じている。(別添１) 
 このような状況のなかで、平成 18 年、昭和 31 年の水俣病公式発見から 50 年経過し、

水俣病公式確認 50 年事業が実施されたところである。 
 この間、与党水俣病対策プロジェクトチームでは新たな救済策を模索して、検討が続け

られているが、平成 19 年 9 月現在、新たな方策はまだ確定されていない。 
したがって、被害地域においては介護及び機能低下防止に関する取り組みの重要性が増し

てきているとともに、地域における『もやい直し』を一層すすめる必要が生じている。 
 
 国際的には、UNEP が水銀プログラムを開始し水銀の輸出規制や排出削減に向けて取り

組んでいる。また、低濃度曝露における影響評価のための研究も進められて定期的な国際

水銀会議も開かれ、多くの国で関心が高まっている。したがって、国際機関や海外への情

   - 36 -



 

報提供や技術供与の重要性も高まってきている。 
 
 国水研では、低濃度曝露に関する研究や環境媒体における低濃度のメチル水銀分析の技

術開発等を進める一方、情報提供体制の整備、一般市民向けの健康セミナーの継続的な開

催、介護支援事業への技術的支援や自治体が実施する調査や検診への協力なども開始した

ところであり、さらに国際学会や国際会議にも積極的に参加しているところである。 
しかしながら、課題研究の目的と各研究の構成、さらには、そのための組織体制も不明確

であるとの指摘を受け続けている状況にあり、一方、来年度には国水研創立 30 周年となる

現在も、地元市民の理解度、浸透度もいまだ不十分といわざるを得ない。 
 
（３）現在の中期目標 

 
１）及び２）をふまえ、現在の目指すべき方向性、目標を部毎に掲げる場合、下記のよ

うに要約することができる。 
 国際分野・総合研究分野においては、国際的な水銀対策への積極的な関与、国際学会や

国際会議への研究成果の積極的な反映を促進する。 
情報提供については法的組織的整備を進めるとともに、アーカイブス機能を充実させるた

め、歴史的な資料の保存作業を進める。また、水俣病及びメチル水銀に関する社会科学的

手法による調査研究を進めて歴史的な資料を収集するとともに、地域住民との距離を縮め、

地域住民の研究成果の理解と国水研の活用を進めていく。 
 あわせて、自然科学的アプローチによって、生態系におけるメチル水銀の動態解明を進

める。 
 臨床分野においては、慢性期における病態解明を進めるとともに、症状緩和や機能低下

の防止のための手法の開発と普及、実施の際の技術的支援を行う。 
 基礎研究分野においては、現在の曝露レベルを想定した分子・細胞レベルでのメチル水

銀の作用の解明、環境試料におけるメチル水銀測定技術の向上と普及、水銀汚染に対する

処理技術の開発、熊本大学所有の病理標本のアトラス化と、これらの国内外への情報発信

を図る。 
 疫学分野においては、水俣病患者の高齢化に伴う機能低下の把握、現在みられる低濃度

曝露に関する調査研究の推進及び国内外で行われている関連した研究情報の収集整理を実

施する。 
 総務課は、研究環境を整えるとともに、研究評価・機関評価体制の刷新をはかるほか、

地域住民への説明責任を果たすための体制整備を行う。（別添２） 
 研究評価年次委員会には、これらの中期目標を各課題研究に反映させ、課題研究分野毎

に各研究が趣旨に則っているか否かを把握指導することが求められる。 
 なお、当然のことながら、中期目標自体、５年単位での見直しの他、柔軟に検証し続け

ることが必要である。 
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別添１ 

  

別添２ 
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平成 20 年 1 月 29 日部長会議決定 
平成 20 年 6 月 10 日一 部 改 正 

 

 

国立水俣病総合研究センター中期計画 
 

はじめに 

 国立水俣病総合研究センター（以下「国水研」という。）は、「水俣病に関する総合的な

調査および研究並びに国内および国外の情報の収集、整理、提供を行うことおよびこれら

に関する研修の実施」を目的として設置されている。 

 この設置目的を踏まえ、国水研の現在の使命を明確にするため、国水研では「国水研の

中長期目標について」（別添１）をとりまとめ、平成１９年９月１３日部長会議承認および

平成１９年１０月２日研究評価会議確認を経て、長期目標および中期目標を決定した。 

 「国立水俣病総合研究センター中期計画」（以下「中期計画」という。）は、中期目標に

示された目指すべき方向性および目標を達成することを目的に、具体的な実施計画を示し、

以て長期目標の目指す「我が国の公害の原点といえる水俣病とその原因となったメチル水

銀に関する総合的な調査・研究、情報の収集・整理・研究成果や情報の提供を行うことに

より、国内外の公害の再発を防止し、被害地域の福祉に貢献すること」を確実に実施する

ものである。  

 

１．中期計画の期間 

  
中期計画の期間は、5 カ年とする。ただし、今期については、平成１９年度を中間年と

位置づけ、平成２１年度末を終期とする。 

 

２．研究の推進に関する事項 

  

国水研の設置目的に沿った研究をより推進するため、下記の事項を決定し、実施する。 

 

（１）重点研究分野 

    研究の推進にあたっては、国水研が、国の直轄研究所として水俣病発生地域である水

俣市に設置されていることを踏まえ、特に重点的に研究を行うべき分野を下記のとおり

とする。 

① 水俣湾および八代海周辺地域の環境把握、メチル水銀中毒症の治療および介護支援、

「もやい直し」の促進、公害再発防止等を目的とする【地域に貢献する研究・業務】 

② 水銀の毒性メカニズムの解明と毒性発現回避に関する分子レベル、細胞レベル、生

体レベルでの研究、水銀のヒトの集団レベルでの影響把握等を目的とする【ヒトの健

康に貢献する研究・業務】 

※環境省組織令における国水研の所掌事務は、「水俣病に関する調査及び研究並びに統計

その他の情報の収集・・・」となっており、水俣病の原因であるメチル水銀を研究対

象とするが、研究の推進には「水銀」そのものの研究が必要であるので、「水銀」とし

て表記する。 

③ 天然由来物質であり、大陸間移動する物質である、水銀に関する地球規模の環境把
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握を目的とする【地球環境に貢献する研究・業務】 

（２）研究課題の再編成 

従来、課題研究と位置づけてきた研究その他現在進行中の研究については、重点研究

分野に沿って整理・統合し、別表１のとおり再編成する。 

毎年、研究にあたっては、前年度中に開催される研究企画会議（６．（１）③に後述）

によって、研究企画の採否修正を受けるが、その際、再編成された重点研究分野毎に目

的を再確認し、連携調整を図った上で研究企画書を提出することとする。 
 

（３）新たに開拓すべき研究および継承すべき研究 

    国水研として実施すべき重点研究分野のなかに、現在は着手していないが、新たに実

施すべき研究および一定の成果を上げて終了が予定されており今後も継承すべき研究と

して下記の研究課題が挙げられる。これらについては、所内のみならず広く共同研究者

を募る等によって、早急に着手または継続する方向で検討し、今後の研究計画に反映さ

せる必要がある。 

 ① メチル水銀のリスク評価 

 ② 植物と水銀に関する研究 

 ③ バクテリアと水銀に関する研究 

  ④ 海洋生物と水銀に関する研究 

 ⑤ 水俣湾における魚類の水銀蓄積状況に関する研究 

 ⑥ 自然環境における水銀モニタリング手法の確立 

 

（４）研究グループ制の導入     

組織上の枠組みに縛られないフレキシブルな対応を可能にするため、個々の研究をで

きる限り重点分野ごとまたは重点分野内の関連・近似する研究ごとにグループ化し、情

報を共有し、進捗状況を相互に認識しつつ横断的に研究を推進する。また、研究調整を

確実に行うため各グループにはグループ代表を置く。 

 

（５）研究成果の公表の推進 

研究で得られた成果については、論文化することが第一義であるが、国民への説明責

任を果たすため、３．に後述する水俣病情報センターにおける情報提供のほか、記者発

表や講演等様々な機会を活用して、より一層積極的に専門家以外にも広くわかりやすく

研究成果を公表していく。 

 

（６）外部機関との連携の強化 

国水研が水銀に関する研究において拠点機関としての役割を全うするためには、外部

機関との連携を強化し、開かれた研究機関として活動しなければならない。このため、

国内外の研究機関等とより一層積極的に共同研究を実施するほか、大学院大学との連携

大学院化等を進め、学生等の受け入れを推進する。 

特に熊本大学所有の水俣病病理標本については、国際的にも類をみない貴重な病理標

本であることから、共同研究の一環としてアトラス化を早急に進める。 

また、現在調整中の熊本大学医学部との連携大学院構想については早急に手続きを進

める。 
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３．情報発信および地域貢献の推進に関する事項 

 

２．（５）に前述のとおり、研究や情報収集によって得られた成果については、国民、

さらに、国際的にも、広くわかりやすく情報を提供していかなければならない。さらに、

水俣病被害者を含む地域住民からは、研究成果や地域環境に関する情報について理解し

てもらい、地域に対して実施している業務についてより多く活用してもらう必要がある。

このため、下記の事項を実施する。 

 

（１）水俣病情報センターの機能の拡充 

    水俣病に関する情報と教訓を国内外に発信することを目的に設置された水俣病情報 

センターの機能をより拡充するため、下記の項目を実施する。 

  ① 行政機関の保有する情報の公開に関する法律では、政令で定める公文書館その他の

機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理

がされている文書は行政文書の定義から除くこととされており、主に行政機関に附属

する公文書館などの保有する文書に対してこの取扱いが適用されている（別添）。しか

しながら、水俣病情報センターについては、未だこの取り扱いは適用されていない。

このため、公文書館的位置づけに変更するべく総務省への申請作業を進める。これに

より、収集した資料を情報公開法に定める行政文書から、公開可能な資料に位置づけ

を変え、水俣病情報センターの設置目的に沿った業務展開を実施する。 

  ② 隣接し、内廊下で連続している水俣市立水俣病資料館との協力体制を強化し、調和

を図り役割分担を明確にした展示の見直しを推進する。 

  ③ 展示の見直しに際しては、熊本県内のすべての小学 5 年生が来館することや、全国

各地から学生の修学旅行や研修旅行での来館も多いことから、子どもたちにも分かり

易くかつ体験型の展示となるよう工夫する。 

 ④ 水俣病情報センターにおいても、地理的に国水研本体よりも市街地に近いことを活

かし、水俣病被害者を含む地域住民への貢献を目的とした健康相談業務およびリハビ

リテーション業務の拡充を図る。 

 ⑤ 水俣病患者を地域で支えていくために、地域で活躍している福祉やリハビリテーシ

ョンの専門職を対象として技術の向上と最新の知見の普及を図る講習会や講演会を開

催する。 

 ⑤ 現在、水俣病情報センターは休日開館しているが、月曜日は閉館としている。水俣

市立水俣病資料館が年中無休としたことを踏まえ、年間入館者数の増減と傾向を調査

し、より柔軟な対応が可能か検討する。 

 

（２）ホームページの充実 

ホームページの充実は、地域のみならず、国内外に広く情報を伝える手段として有効

であるが、日々更新していかなければアクセスされなくなる。このため、平成 19 年から、

フレーム全体を見直し、随時更新を開始したところであるが、さらに研究成果、業務内

容および環境に関する情報等を迅速かつ分かり易く発信するため、当面、下記の項目に

ついて検討し、より一層の充実を図る。 

① 子供向けページの構築 

② 各研究者の顔写真入りパーソナルページの構築 

③ 英文ページの充実 
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また、アクセス数を毎月集計し、ホームページ閲覧状況を把握して、情報内容を継続的

に検証する。 

 

（３）多様な普及・広報活動の展開 

    一度は水俣病事件によって混乱した地域の「もやい直し」の推進と地域住民全体の環

境と健康への関心を深めるために、様々な機会を捉え、様々な方法で環境と健康に関す

る普及・広報活動を積極的に実施する。また、研究に関する情報交換の場については、

所内研究者のみならず、広く研究者の参加を得て実施する。これらのため、主な検討事

項を下記に示す。 

 ① 健康セミナーの充実 

    年３回開催している水俣市芦北郡医師会と共催の健康セミナーのより一層の充実を

図り、水俣病被害者を含む地域住民の健康管理に役立つ知識の普及を推進する。できる

限り早期に講師およびテーマを決定し、事前広報を徹底することによって、リピーター

以外に参加者を広げるよう努める。 

 ② 広報誌「とんとん峠」の発行 

   平成 19 年度、それまで不定期に発行していた「国水研だより」を市民向けにリニュ

ーアルした広報誌「とんとん峠」を年２回発行から３回発行に増やし、内容についても

より充実させる。 

 ③ 一般公開の定期的開催 

    平成 18 年度、水俣病公式確認 50 年事業の一環として初めて一般公開し、不定期に

実施している一般公開を年２回の定期開催とする。特に平成 20 年度は、国水研設立 30
周年記念一般公開を開催する。 

④ 出前授業の実施 

  平成 19 年度、市内の小中学校長会の視察においての意見交換にもとづき、国水研の

研究者の専門性を活かした出前授業の展開を積極的に進める。 

⑤ 見学・視察の受け入れ 

国水研および水俣病情報センターへの見学・視察について、より一層積極的に受け入

れる。特に環境教育の観点から、地元小中学校からの見学を積極的に受け入れるため、

国水研見学モデルコースを作成する。 

また、見学・視察の申込み手続きを明確化し、ホームページ等を活用して周知する。   
 ⑥ 研修の受け入れ 

熊本県をはじめとする地方自治体の職員、地方環境研究所の研究者等への個別の研修

を積極的に受け入れ、国水研の知見や技術の普及を図る。 

  ⑦ 国水研セミナーの公開 

    所内の研究者および所外の共同研究者の所内での発表の場として、これまで所内限り

で実施してきたセミナー・所内発表会にできるかぎり所外の研究者、学生、専門家も参

加できるように公開開催とする。なお、開催にあたってはホームページ等で周知し、に

ついて、事前申し込みにより受け付ける方法を検討する。 

 

４．水俣病患者の皆さんへの支援の推進に関する事項 

  
水俣病公式確認から 50 年を経て、水俣病患者等の高齢化が進んでいることを鑑み、水

俣病患者等の不安を取り除く一助として、国水研の研究成果および施設を十分に活用した

水俣病患者等への福祉的支援を推進する。このため、下記を実施する。 
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（１）水俣病患者等への介護予防モデル研究事業の充実 

 ① 水俣市、津奈木町、芦北町での委託事業 

平成 18 年度から平成 20 年度まで委託事業として実施している「水俣病患者等への

介護予防モデル研究事業」について、水俣市、津奈木町、芦北町の各事業実施者間の

連絡会議を開催し、十分な意見交換を行う。また、本事業は平成 20 年度には終期とな

るので、3 年間の事業内容を総括し、研究成果をとりまとめ、成果を活かした新たな事

業の展開を検討する。 

 ② 出水地区での直轄事業 

 臨床部により出水市で実施している直轄事業について、平成 20 年度からは新たに

出水市の新設施設を利用した事業内容を検討する。また作業療法のみでなく運動療法

を組み入れたメニューを検討する。 

 

（２）外来リハビリテーションの充実 

  ① 国水研リハビリ棟において、胎児性・小児性を中心とした水俣病患者を対象に、デ

イケアを取り入れた外来リハビリテーションを週２日継続して実施している。今後、

患者の加齢に伴う身体能力・機能等の変化に対応したきめ細かなリハビリテーション

プログラムの充実をより一層図る。 

 ② 外来リハビリテーション参加者の日常生活についても、関係機関と連携して、住環

境の工夫や福祉用具の選定に積極的に参加する等、充実した生活を送るための支援を

行う。 

 ③ 水俣病情報センターにおける健康相談事業を拡充し、介護・リハビリテーションの

相談に加え、福祉用具の選定への助言、介助方法・生活動作の工夫指導、機能訓練等

を実施する。 

 

（３）訪問リハビリテーションの充実 

   保健所等と連携を図り、訪問リハビリテーションの可能性を探る。 

 

（４）脳磁計を使用した客観的評価法の研究の推進 

 平成 20 年度から導入する脳磁計を使用し、メチル水銀中毒症についての客観的評価

法の研究を推進する。また、研究にあたっては水俣市立総合医療センターと連携し、脳

磁計の有効な活用を図る。 

 

（５）明水園との連携の強化 

水俣病患者の入所施設である重症心身障害者施設明水園との連携をより一層強化する。

現在も入園者への外来リハビリテーション参加による介護支援を実施しているが、医

師・理学療法士・指導員等との情報交換を更に密にし、お互いの施設の専門性や特長を

活かした連携の強化を目指す。 

 

（６）水俣病患者等との対話の推進と働きかけの実施 

    水俣病患者の皆さんとの対話の機会を設け、国水研の支援活動を説明する。併せて見

学会等の開催により、支援事業への参加を働きかける。特に表に出にくい状況にある小

児性・胎児性患者の皆さんへの働きかけを積極的に実施する。 
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（７）水俣・芦北地区水俣病被害者等保健福祉ネットワークでの活動の推進 

水俣病の被害を受けた方およびその家族への保健福祉サービスの提供等に関わる機関

で構成される「水俣・芦北地区水俣病被害者等保健福祉ネットワーク」の一員として、

各参加機関との情報交換を行い、訪問リハビリや相談等、水俣病患者やその家族に対す

る支援を推進する。 

 

（８）関係機関との連携の強化 

    熊本県、水俣市、芦北地区、鹿児島県等の周辺自治体や水俣市立総合医療センター他

の地元医療機関、社会福祉協議会、水俣病患者入所施設・通所施設等水俣病患者の支援

に係る関係機関との連携を強化し、情報交換や共同事業を推進する。 

 

５．国際貢献の推進に関する事項 

  

国水研は水銀に特化した世界で唯一の研究機関であることを踏まえ、より一層の国際貢

献を推進する必要がある。このため、下記の事項について検討する。 

① 途上国における水銀汚染に関し、国水研の研究成果および知見を活かし、現地での

調査研究等に対して、技術支援を行う。 

② 海外からの研修生の受け入れを積極的に行う。また効率的な研修マニュアルを作成

する。 

③ JICA その他機関との連携を進めるとともに、国水研として積極的に事業プログラム

に対しても提案していく。 

④ ひきつづき WHO の研究協力センターとしての役割を果たす。 

⑤ 環境省が水銀に関して国際的に実施している水銀インベントリーの作成等の事業に

ついて、専門機関の立場から積極的に関与していく。 

 

６．組織体制整備に関する事項 

 

  国水研の業務推進にあたり、円滑な運営ができるよう組織体制を整備するため、下記の

事項を実施する。 

 

（１）外部評価制度の整備 

国水研のあり方および研究内容や業務が、設置目的に添ったものであるか、具体的に

は中長期目標および中期計画に従って運営されているか、適切な評価が必要である。こ

のため外部の評価機関により客観的な評価を受ける体制の整備を行う。 

① 機関評価委員会 

    機関評価委員会は期間としての体制、機能、活動状況等を評価し、評価結果をふま

えた具体的な提言を行うこととする。 

② 研究評価委員会 
  研究評価委員会は中期計画全体の評価及び新規中期計画への提言を行うこととする。 

③ 研究評価年次会議 

   研究評価委員会のもとに研究評価年次委員会を設置し、研究企画の進捗状況を評価

し、研究企画の指導を行うこととする。 

④ 外部評価結果の反映 

   外部評価結果への対応については、検討後、必ず各評価委員会へ報告を行い、確実
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に研究および業務等へ反映させる。 

 

（２）活力ある組織体制の構築 

国水研は平成 20 年度に設立 30 年を迎えるが、水銀に特化した唯一の研究機関である

こと、多くの機関の独立法人化等が進む中で、ひきつづき国立の研究機関であり研究者

の他機関との人事交流が難しいこと等のため、研究者の固定化が否めない状況となって

いる。今後、国水研の設置目的に沿った使命を達成していくためには、柔軟な活力ある

組織体制が必要である。このため以下の事項について検討し可能な限り実施する。 

 ① 柔軟な人事体制の推進 

平成 19 年度末から研究者の定年退職が数年に亘り続く予定であるため、後任の人員

確保に全力を尽くす。また、後任の人事については、研究者の流動性を高め幅広い人

材の登用を目指すため、できる限り公募を行う。また、独立行政法人国立環境研究所

等との人事交流を検討する。 

  ② 内部討議の活性化 

 研究計画、研究管理、研究成果、業務実施等について、国水研内部での討議を重ね

る仕組みを検討し、討議の活性化により研究および業務の質を高め、情報の共有およ

び共通の目的意識の醸成を図る。 

  ③ 研究成果公表手続きの明確化 

研究成果等を外部へ積極的に公表するに際しては、研究者個人の業績であるととも

に、国水研の成果として、精査が必要である。このため、外部への公表に至る手続き

について検討する。 

 

（３）施設および経費の効率的な使用の推進 

    施設および経費の効率的な使用を推進するため、下記の事項を実施する。 

① 研究施設の効率的な使用 

  研究施設の統合を行い、共同実験室等による効率的な施設利用を進める。その際、

各部屋の使用目的に添った分かり易い明確な表示を行う。 

② 機器の効率的使用 

  現在ある機器の総点検を実施し、機器の整理を行う。また機器の購入にあたっては、

重複することなく必要最小限の整備となるようチェックする。  
③ 研究施設・機器等の外部機関との共同利用 

  研究施設・機器等は、共同研究の推進等により積極的に他機関との共同利用を図り、

計画的・効率的に使用する。 

④ コスト意識の徹底  
 研究推進に際しても、コスト意識の徹底を図る。そのため、平成 19 年度末には各

研究課題別、各研究者別の年間使用経費をとりまとめる。また研究企画会議の提出資

料に、年間のおおよその経費を添付する。  
 

（４）施設整備の推進 

安全で良好な業務環境を維持するため、すべての施設の防火管理・安全管理の点検を

実施し、下記の施設整備を推進する。 

 ① 耐震工事の実施   

平成 20 年から 2 年間に亘り耐震工事を実施する。工事に伴い研究および業務に支障

のないよう手配する。 
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 ② 排水処理システムの強化 

 実験排水の処理については細心の注意を払ってはいるが、老朽化した配管等の点検

を実施する。また、施設外部への排水までの工程について点検し、処理システムの一

層の強化を図るとともに、使用方法についても 30 年前の新築当時からの方法が現在も

最適かどうか検討する。 

  ③ 水俣病情報センターの改修 

水俣病情報センターの展示の見直しおよび相談事業等の拡充に伴い必要な改修を行

う。 

 

（５）業務における環境配慮の徹底 

  
環境省の組織として、すべての業務について環境配慮を徹底し環境負荷の低減を図るた

め下記の取り組みを行う。 

 ① 業務を行う際、常に環境配慮を考え行動する。具体的には、使用しない電気の消灯、

裏紙の使用、室内温度の適正可、廃棄物の分別徹底、化学物質の管理の徹底等を行う。 

 ② 業務の環境配慮の状況を把握するため、平成２０年度から、月の光熱水料、紙の使

用量を集計し、適正な管理を行う。 

 ③ 物品・サービスの購入においても、環境配慮を徹底し、できる限り環境に負荷をか

けない物品等を選択する。 
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中期計画別添 
 

 
 

行政機関情報公開法施行令の規定に基づく 
歴史的資料等保有機関の指定について 

 
 
１ 「行政文書」と公文書館等の保有する文書の関係 
  行政機関の保有する文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年

法律第 42 号。以下「法」という。）第 2 条第 2 項本文の規定により原則として「行政文

書」と定義され、開示請求等の対象となる。 
  しかしながら、同項第 2 号においては、「政令で定める公文書館その他の機関において、

政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として

特別の管理がされている」文書は行政文書の定義から除くこととされており、主に行政

機関に附属する公文書館などの保有する文書に対してこの取扱いが適用されている。 
これらの文書の管理の方法及び性質については、行政機関の保有する情報の公開に関

する法律施行令（平成 12 年政令第 41 号。以下「施行令」という。）第 3 条第 1 項各号及

び同条第 2 項において、次の内容が規定されている。 
① 専用の場所において適切に保存されていること 
② 目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること 
③ 原則として一般の利用の制限が行われていないこと 
④ 利用の方法及び期間に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供さ

れていること 
 ⑤ 移管を受けたものについては移管前に管理されていた機関における保存期間が満了

していること 
 
２ 「行政文書」から除外するための総務大臣指定及び公示 

上記方法により特別の管理がなされている文書を保有する機関については、施行令第

2 条第 1 項及び同条第 2 項に基づき、総務大臣がこれを指定し、当該指定した機関の名

称及び所在地を官報で公示することとされている。また、公示した事項に変更があった

とき又は指定を取り消したときも同様とされている。 
なお、現行の公示は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定に基

づき、公文書館、博物館、美術館、図書館その他これらに類する機関であって、保有す

る歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について、同令の規定による適切

な管理を行うものを指定した件」（平成 13 年 3 月 30 日総務省告示第 202 号）である。 
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資料６－２  
外部評価体制について 

【外部評価委員会等の設置目的と役割】 
 

国水研のすべての研究・業務について 
１．国水研の設置目的に照らし適切であるか 
２．国水研の長・中期目標、中期計画に沿っているか、その達成度はどうか 
３．環境行政をとりまく状況の変化・推移、科学技術の進展、社会経済情勢の変化を反

映し、国民のニーズに答えているか 
４．科学的、倫理的に妥当であるか  

という視点から、随時、あるいは定期的に外部の有識者による厳しい評価を受ける

体制が必要である。 
 
【現在の国水研外部委員会の体制】 
 
1．組織・体制について 
国立水俣病総合研究センター機関評価委員会 

 ・センターの運営全般に対し評価を行う。 
・3 年ごとに開催する。 

 
2．研究について 

国立水俣病総合研究センター研究評価委員会 
・研究評価委員会はセンターで行われる全ての研究に対して、中期計画としての研究評

価と時期計画への助言を行う。 
・5 ヶ年計画の概ね４年目に実施する。 
国立水俣病研究センター研究評価年次委員会 
・研究評価委員会のもとに研究評価年次委員会を置く 
・研究評価年次委員会はセンターで行われる全ての研究に対して、研究企画の進捗状況

を評価し、研究企画の指導を行う。 
・毎年開催。 

国立水俣病総合研究センター研究倫理審査委員会 
 ・センターで行われる研究のうち、疫学調査をはじめ、ヒトを対象とした研究について、

倫理的妥当性について随時審査する。(動物実験については別に動物倫理審査委員会を

設置している。) 
・簡易な案件については、委員長判断により所内審査委員による迅速審査に付すことが

できる。 
 

3．運営について 
水俣病情報センター運営検討委員会（休止） 
・水俣病情報センターの公文書館的位置づけとするための手続きを行う間、休止する。 
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資料６－３ 
 
 

 
平成 20 年度 国立水俣病総合研究センター運営体制 

 
 
 
 

・国立水俣病総合研究センター研究評価委員会 

・国立水俣病総合研究センター研究評価年次委員会

（研究評価委員会のもとに設置） 

・国立水俣病総合研究センター機関評価委員会 

（外部評価委員会） 
所 長 

（随時）人事委員会 

（随時）契約委員会 

・総務課長 

・各部長等 

・主任研究企画官 

・所長 

部 長 会 議 

・国立水俣病総合研究センター研究倫理審査委員会 

（外部審査委員会） 

・水俣病情報センター運営検討委員会 

（外部検討委員会） 

 
【研究・業務支援】 
 
・学術委員会 
 

   
【倫理審査・安全管理】 【施設運営･管理】 【研究計画等】 

   
・研究倫理審査委員会 ・主任研究企画官 ・ﾘｻｰﾁ･ﾘｿｰｽ･ﾊﾞﾝｸ運営委員会

   
・機器整備委員会 ・動物倫理安全等委員会 ・情報センター運営委員会 ・所内研究企画会議 
 
・とんとん峠編集委員会 
兼ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理委員会 

 
・国際共同研究推進室 

   
・放射線安全等委員会 ・廃棄物委員会 
  

・耐震工事準備委員会 ・化学物質管理委員会 

 
・国水研 30 周年記念行事委員会
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資料６－４ 

平成 16～19 年度末における主な施設整備 

 

１．共同研究実習棟の新築（平成１７年５月３１日完成） 
 平成１５年度予算要求に際し、水俣病を経験した国として、国内の研究者を養成し、水

銀に関する研究の中心的な役割を果たすため、当時、地理的条件により困難であった、長

期間に渡る共同研究を実施することに必要な、宿泊設備を備えた研究施設の必要性から整

備計画が認められた。 

 さらに、平成１６年７月の環境省組織令の改正による、環境調査研修所との組織統合に

よって、従来の水俣病に関する研究等に関連する研修を実施することとなったことにより、

水俣地域の特性を活かした、九州地区における環境研修の拠点として、研修を実施する機

能を整備したもの。 

 

○平成１５年度予算及び平成１６年度予算により新築 

 鉄筋コンクリート２階立て研究施設（共同研究用実験室、クリーンルーム、環境試料分

析室等）及び国内研究者用宿泊施設。 
 

２．グリーン改修（平成１９年８月３１日完了） 
 平成１８年度予算において、研究センター本館のグリーン改修工事を行ったもの。 

 

○全館空調の熱源の交換（深夜電力使用の氷蓄熱ユニットへの交換） 

○給湯設備の交換（重油使用→エコ給湯（電気使用）） 

○蛍光灯設備の交換（省エネ製品に変更し、電気使用量約３０％カット） 

○全館空調設備の追加（個別空調のみだった部屋に全館空調を設置） 

○太陽光発電システム（１０ｋｗ／ｈ）の設置 

○電気室の変圧器（トランス）の交換（最新型に交換） 

○エアハンドリング交換（最新型に交換） 

 

３．耐震改修工事（平成１９年度から平成２１年度予定） 

 耐震診断を行った結果、研究本館の耐震強度が現行の耐震基準を満たしていないことが

判明したため、平成１８年度予算により設計、平成１９年から２１年度の３カ年予算とし

て、耐震改修工事を行うもの。 
 

○研究本館（地上４階地下１階）外フレーム方式耐震補強 
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資 料 ７ 

 

 

 

 

 

国水研の業務内容 
（平成 19 年度末時点） 

 

 

 

資料 7-1 リハビリテーション部門 

資料 7-2 介護予防事業 

資料 7-3 健康セミナー 

資料 7-4 水俣病公式確認 50 年事業 

資料 7-5 国際協力・国際共同研究 

資料 7-6 水俣病情報センター業務概要 

資料 7-7 広報活動概要 

 
 

註： 資料 7 は、すべて平成 19 年度末時点における、それまでの経緯、取組み状況、

および課題をまとめたものである。 
 
 
 
 
 
 

 



 
資料７－１ 

リハビリテーション部門 
 
【これまでの経緯】 

 
国水研の外来リハビリテーション（外来リハ）は、国水研設立2年後の昭和56年1月、検

査外来患者に対する簡単な理学療法から始まった。昭和63年5月からは患者送迎が始まり、

本格的な外来リハのスタートとなった。以来、胎児性・小児性を中心とした水俣病患者に

対する外来リハを継続してきた。しかしながら、国の設置した施設へ通所することへの抵

抗感が払拭できない患者やリハビリテーション（リハビリ）への興味が少ない患者も多い

こと、また外来リハの存在が広く知れわたるまでには至らなかったことなどもあり、通所

者は限られていた。 
最近は、一般の医療機関では対応できにくい長時間のリハビリがきめ細かく実施できる

こと、国水研一般公開やパンフレット、カレンダー作成などの啓蒙活動等により、通所者

は漸増してきている。 
 
【現在の取組み】 

 
胎児性・小児性を中心とした水俣病患者を対象に、デイケアを取り入れた外来リハを週 2

回実施している。 参加者は、身体機能リハビリが必要な重度な障害をもつ車椅子レベルの

方々や知的障害をもつ方々である。リハビリでは、対象者を生活者として診る視点が重要

であり、個々の障害や生活に合わせたリハビリの提供が必要で、障害が重度になるほどマ

ンツーマンでのリハビリが必要となる。しかし、現在外部医療機関が提供しているリハビ

リは、運営や保険点数などの関係もあり、障害の程度が重度になればなるほど、充分なリ

ハビリを提供することは不可能な現実がある。また、施設ではその設置基準からリハビリ

専門職が少なく、多くの入所者を対象とするため個々の障害特性にあった充分なリハビリ

は行えない状況にある。このような現状の中で、国水研では問題となる患者を受け入れ「作

業療法」を中心として、すなわち生活全般に関わるさまざまな「作業活動」を治療や、援

助あるいは指導の手段としたリハビリを、作業療法士 1 名、看護師 1 名、医師 1 名で対応

して行っている。患者の日常生活の場での訪問指導、症状に応じた服薬指導や検査、病院

紹介も適宜行っている。 
胎児性水俣病では全員に知的機能障害があり、また、不随意運動のため構語障害がひど

くてコミュニケーションに時間を要する患者や、神経疾患の合併のため視覚障害、聴力障

害があり深部感覚障害がひどくて移乗やトイレ介助にも時間がかかる小児性水俣病患者も

含まれていて、このような患者にはマンツーマンでの対応が必要となっている。現在国水

研では、言語障害をもつ利用者の訴えをじっくりと聞いて解決方法を共に考えることや、

個々の障害特性に合わせた機能訓練、身体状況を把握しての達成可能な活動・作業、 作業

遂行のための工夫など、リハビリを個々の状況に合わせて行うことが可能となっていて、

利用者からは好評である。対象者の生活全体を視野に入れた取り組みは常に行っていて、 
対象者に関わっている家族、介護者、施設スタッフと情報交換しながら連携を図っている。

日々の生活の中で安らげる場所を提供するのも QOL の向上には欠かすことができないも

のであるが、国水研での外来リハはその役割を担っていると思われる。リハビリではまず
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本人の意欲が重要となるが、国水研の外来リハを気に入って 20 年以上継続して参加してい

る方が 4 名ある。 
水俣病の主な症状である筋緊張異常、筋力低下、不随意運動、感覚障害、視覚・聴覚障

害などに対して、各々の症状と個々の能力に合わせてプログラムを組み、下記に示すよう

なリハビリを実施している。  
1. 物理療法：疼痛や異常な筋緊張の緩和を目的に温熱療法や電気治療を実施。 
2. 運動療法：筋力の維持・向上、筋萎縮予防、関節拘縮予防のため、器具を用いた筋力

増強訓練や作業療法士による徒手での関節可動域訓練を実施。 
3. 日常生活活動(ADL)訓練：ベッドや車椅子への移乗動作、起居動作の訓練などに加え、

食事動作の指導や介護食を取り入れた嚥下指導、嚥下状況に合わせた介護食の紹介も行

っている。 
4. 手工芸：QOL の向上を目的に、楽しみながら脳機能の賦活、巧緻動作、目と手の協調

運動の維持・向上につなげるための手工芸を用いた訓練を実施している。患者は完成作

品を家族や知人にプレゼントするといった目的を持って作業に取り組んでいる。楽しみ

を持って取り組むことで、精神機能の安定や、生活の充実、生活の質の向上へとつなが

っている。 
 
【今後の課題】 

 
マンパワーの問題もあり、外来リハ受入数には限界がある。今後は、介護、リハビリに

関する情報発信を目的として、情報センター健康相談室における相談（マンツーマンでの

機能訓練、福祉用具の選定、介助方法、生活動作の工夫など）の充実や、水俣病患者を地

域で支えていくことを目標に、専門職を対象とした講習会や講演会を開催し、情報提供に

努めたい。 
また、保健所を中心とした水俣・芦北地区水俣病被害者等保健福祉ネットワークに参加

し、問題のある患者に対する支援にも努めたい。 
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 資料７－２ 

介護予防事業 
【これまでの経緯】 

高齢化に伴う健康不安と介護予防・介護支 
「水俣病問題」のひろがり

曝露時無症候だった地域住民 曝露時無症候だった地域住民 

軽症 軽症 

重症 重症 

劇症劇症

援の必要性は、認定患者だけでなく被害地域 
に当時居住していた住民全体にある。 

地域の高齢者全体を事業の対象とすること 
で、被害地域の健康不安対策に寄与するとと 
もに、心理的に分断されていた被害地住民の 
「もやい直し」に寄与することができる。 
このため、平成 18 年度から開始した水俣病 

被害地域（熊本県芦北町、津奈木町、水俣市、 
および鹿児島県出水市）における介護予防事 
業は、水俣病患者か否かを問わず、地域において幅広い高齢者を対象に展開している。 

 
【現在の取組み】 

現在の事業の概略は下記のとおり。なお、未実施の津奈木町への事業は現在調整中。 
 

 
【今後の課題】 

国水研の直轄事業には限りがあるため、技術支援によって、広く継続性を持った事業に

展開させる必要がある。 
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 資料７－３ 

健康セミナー 
【これまでの経緯】 

 
水俣病被害地域住民を対象とした健康セミナーを地元医師会と共同で開催することに

より、地元医師会との連携を深めるとともに、国水研・水俣病情報センターへの来所のき

っかけをつくるため、平成 15 年度から開始。当初は同一テーマについて地元医師と域外か

らの講師の講演で構成していたが、平成 19 年度から、地元医師の回と招聘講師による回に

分離して実施することとなっている。 
 

【現在までの取組み】 
 

平成 19 年度までの開催実績は下記のとおり。 
（18 年度年報 129 頁参照） 

 開催日時 テーマ 講師 参加者 備考 
有村公良  64 名 第1回 平成15年10月18日 頭痛 
高岡 滋
藤山重俊  57 名 第2回 平成16年 1月31日 肝炎 
原田孝弘
浮池正春  93 名 第3回 6月 5日 老化と痴呆 
有馬邦正
深水 良  74 名 第4回 平成17年 2月 5日 生活習慣病 
松本芳彬 
岸川秀樹
小山和作  60 名 第5回 6月11日 人間ドック 
丸山英樹
池田晃章  82 名 第6回 10月22日 脳卒中 
橋本洋一郎
田中文顕第7回 平成18年 2月11日 花粉症と鳥インフルエンザ 
岳中耐夫

86 名  

第8回 7月29日 腰痛・膝痛の話 渕上寛治
東 利雄

69 名  

第9回 11月11日 気をつけたい目の話 緒方真治
川路隆博

108 名  

第10回 平成19年 1月13日 ストレスの話 佐藤 宏
原井宏明

154 名  

第11回 6月 2日 認知症の話 池田晃章
柏木敦子 
坂本昭子

180 名  

第12回 9月 9日 最期まで自分らしく生きるために 岡原仁志 350 名 市民文化会館 

第13回 平成20年 2月 2日 肺の生活習慣病 木田厚瑞 160 名  

 
【今後の課題】 
 
これまで、参加者を獲得するため、既参加者へのダイレクトメール案内、市内等での立

て看板やポスター・ちらしなどの広報のほか、送迎バスも出している。参加者は次第に増

加しているが、｢固定客｣でいいのかどうか、また、バスの乗車率が極めて悪いこと等から、

今後、さらに広く参加者を得るための検討が必要である。 
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 資料７－４ 

水俣病公式確認 50 年事業 

【事業の概要】 
  
平成 18 年 5 月 1 日が水俣病公式確認 50 年の節目にあたることから、国（環境省）、熊本

県および水俣市を中心に、患者諸団体、関係各種団体、チッソ㈱、周辺市町により、水俣

病公式確認 50 年事業実行委員会（会長：水俣市長、以下「実行委員会」）が組織され、平

成 17 年 11 月から平成 19 年 3 月までの間に、水俣・芦北・出水を含む当該地域内および東

京・新潟などで、一連の水俣病公式確認 50 年事業が行われた。 
国水研の関与は以下のとおり。 

ａ）実行委員会：衞藤光明所長（当時）が実行委員として参画。 
ｂ）事業検討部会：４つの事業検討部会のうち、3 部会へ参画。 
 教訓部会：新垣たずさ社会科学室研究員が「水俣写真・パネル等展」開催、「水俣病公式

確認 50 年誌」等制作、「水俣メッセージ」制作事業などの企画・運営に携わった。 
 地域福祉部会：馬場清国際情報室長（当時）がシンポジウム「誰もが安心して地域で暮

らしていけるために」および胎児性水俣病患者等による創作舞台芸術の開催などの各事業

において企画・運営に携わった。 
 もやいづくり部会：蜂谷紀之社会科学室長が人材育成「みなまた塾」、「もやいの週」事

業などの企画・運営に携わった。 
ｃ）総会・個別事業等への会場提供：実行委員会総会（５回）、「水俣病公式確認 50 年から

次の 50 年に向けて」、「水俣病 50 年展」、「みなまた塾講座」等の開催に、水俣病情報セン

ター講堂を会場として提供。 
ｄ）研究センター一般公開：関連行事として、平成 18 年 10 月 17 日（火）、20 日（金）の

両日、国水研を一般に公開した。当日は研究施設案内、ビデオ上映、毛髪水銀濃度測定な

どを行い、一般市民など 120 名が参加した。 
 
【今後の課題】 
 
今回の参加は、国水研としてはかなりな業務割合であったが、地元での認知は十分とは

言い難い。また、今回の参画経験を研究や情報提供に活かすこともいまだ課題である。 
今後、地元の水俣病対策関連事業にどのように参画していくべきか、検討しておく必要が

ある。 
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資料７－５ 

国際協力・国際共同研究 

【これまでの経緯】 
 

昭和 61 年以来、WHO の有機水銀の健康影響に関する研究協力センターに指定され、定

期的に活動内容を報告している。あわせて、WHO からの要請により、キルギスタンの難民

居住地区における水銀による健康影響に関する調査(平成 8 年)、カンボジアにおける台湾か

ら持ち込まれた産業廃棄物による汚染調査(平成 10 年)、インドネシアにおける有害化学物

質汚染状況調査(平成 16 年)などを行ってきた。 
平成 8 年に国際・総合研究部が設置されてからは、個人レベルではなく、組織として、

海外研究者との共同研究を進めることとなった。また、水銀問題の当事国が対策を講じる

過程での技術支援要請に対しては、共同研究という形で、汚染状況調査等の現地調査や現

地研究員への分析技術移転のために研究者を派遣したり、当事国の研究者を受け入れて水

銀分析技術移転等の研修を実施したりしている。 
また、国内外の水銀研究についてのネットワークづくりと情報収集のために、平成 7 年

から平成 15 年まで国際ワークショップを海外で、平成 11 年から現在まで NIMD フォーラ

ムを国内で開催してきた。平成 13 年には世界中の水銀関係研究者約 500 名を集めて水俣で

第 6 回国際水銀会議を開いた。 
海外への情報発信活動としては、Proceedings of NIMD forum 及び Proceedings of 

International Workshop を毎回発行するとともに、 
What We Have Learned from the Experience of Minamata Disease- Issues during the Occurrence 

of the Disease and up to 1968 -In the Hope of Avoiding Repetition of the Tragedy of Minamata 
Disease (1999)、 
Pr
M

eventive Measures against Environmental Mercury Pollution and Its Health Effects (2001)、 
ercury Analysis Manual (2004) 

等を発行した。 
また、環境省が平成 7 年から平成 15 年まで海外で、以後は現在まで国内へ海外から招待

して開催している水俣病啓発セミナーにも講師を派遣している。 
 
【現在の取組み】 
 
1．国際共同研究事業の推進 
国際的な共同研究としては、今年度も、米国カリフォルニア大学など 7 ヶ国に延べ 12 名

の研究員を派遣した。 
また、国際学会や国際会議への出席としては、2 月以降に派遣を予定しているものを含め、

延べ 10 名の職員を派遣し、国際胎児プログラミング・発達毒性学会、太平洋地域国際環境

保健学会、国際毒性学会などにおいて、6 題の研究成果の発表を行っている。 
 

2．国際的な技術支援 
今年度は、技術支援を目的とした水銀分析技術では、8 ヶ国および国際機関から、延べ 8

名の在外研究員を受け入れている。また、短期の研修としては、アジア(中国、インドネシ
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ア、モンゴル)、中南米(ブラジル、チリ)、アフリカ(タンザニア、アルジェリア)から 12 集

団 148 名を受け入れ、環境中の水銀と世界的規模から見た水銀汚染、汚染土壌の復元技術、

水銀分析実習などを実施している。 
また、JICA を通じた国際協力としてカザフスタン及びブラジル・アマゾンの水銀汚染調

査、米州開発銀行を介してニカラグアでの汚染対策調査も行っている。 
 
3．国際的なネットワークの構築 
国際的なネットワークの構築を目指して開催している NIMD フォーラムは、今年度は「持

続可能な循環型社会を水銀から探る」というテーマで、熊本で開催される日本衛生学会総

会のサテライト・イベントの指定も受け、平成 20 年 3 月 27 日に開催予定である。 
 
4．国際的な水銀対策への参画 

国連環境計画(UNEP)が策定した水銀プログラムにもとづく国内実施計画や、バーゼル条

約にもとづく水銀廃棄物ガイドラインの策定にも参画している。 
 
5．国際的な情報発信 
 英語版ホームページを全面改訂し、これまでに発行した英語版のマニュアルや年報も掲

載している。 
 
【今後の課題】 
 

研究活動においては、メチル水銀分析では国際的に一定の評価を得ているが、そのほか

の研究分野でも国際的な水準で研究をすすめるために体制を強化する必要がある。 
国際貢献については、2 国間での国際協力は実績を上げているが、多国間あるいは国際

機関における水銀対策での役割を環境省とともに検討しなければならない。 
国際的に情報を提供する機能も目指し、そのための具体的な方策を検討しなければなら

ない。 
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 資料７－６ 

水俣病情報センター業務概要 

 
【施設の概要】 
 
国水研の付属施設である水俣病情報センターは、水俣病に関する資料を一元的に収集・

保管・整理し、展示等を通じて研究者や市民に広く情報を提供するとともに、水俣病に関

する学術交流等を行うための会議を開催する機能等を備えた施設として、平成 13 年に設置

された。 
2 階及び一部 1 階に展示コーナーがあり、2 階では隣接する水俣市立水俣病資料館と内廊

下で接続している。また、同じく 2 階には 200 名を収容できる講堂を有している。 
1 階にはそのほか、健康相談室、事務室等があり、3 階は研究室および資料庫となってい

る。 
 

１．展示コーナー 
A  水俣病のあらまし ：  水俣病の発生のメカニズムについて紹介 
B  水俣病の原因究明 ：  原因究明に至るまでの様々な研究の紹介 
C  水銀の研究    ：  水俣病の原因物質である水銀について紹介 
D  世界の水銀汚染  ：  世界各地の水銀汚染問題を紹介 
E  質問コーナー   ：  水俣病や水銀に関する疑問に答えるＱ＆Ａコーナー 
F  水俣メッセージ  ：  水俣病の対策や教訓に対する各主体の取組を紹介 

２．健康相談室 
水俣病情報センター来館者

23,929
30,776

32,496
31,201 30,042 
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毎週木曜日に、健康・生活・福祉に関 
する相談や、リハビリ指導を実施。平成 
19 年 12 月末時点で 190 名が来室。 
毛髪水銀測定を実施。平成 19 年 12 月 

末時点で 7,038 名検査。検査結果は本人に 
通知するとともに、集積資料として活用。 
３．講堂 
健康セミナー、NIMD フォーラムなど主 

催行事の会場とするとともに、語り部活 
動において、受講者多数の場合に会場と 
して提供。 
４．水俣病に関する情報収集作業 
水俣病に関する資料を収集、保存。 

５．来館者 
平成 13 年 6 月 9 日の開館日から平成 19 年 12 月末までの来館者数は 216,301 人 

 
【現在の課題】  
 
１．アーカイブ機能について 

 行政機関の保有する情報は、情報公開法上、政令で定める公文書館その他の機関におい

てのみ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされてい

る文書を行政文書の定義から除くこととされており、主に行政機関に附属する公文書館な

どの保有する文書に対してこの取扱いが適用されている（中期計画別添参照）。しかしなが

ら、水俣病情報センターについては、未だこの取り扱いは適用されていない。このため、
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現在収集している資料は行政文書と位置づけられ、保存期間(最長 30 年)を経過した時点で

廃棄または国立公文書館へ送付しなければならないことになっている。このため、水俣病

情報センターを公文書館的位置づけに変更すべく総務省に申請し、告示を得なければなら

ない。 
２．展示について 

隣接し、内廊下で連続している水俣市立水俣病資料館と、展示内容に重複がある一方、

役割分担が明確でないため、資料館来館者がそのまま情報センターへ来所するものの、情

報センターを見学したという認識がないままの場合が多いと指摘されている。このため、

資料館との調和を図り役割分担を明確にした展示の見直しが必要となっている。 
現在の展示は作り付けのため、新しい知見の提供に対応できていない。 
展示の見直しに際しては、正確な記述に努めるあまり、過度に詳細な、専門的な用語を

多用している内容を改め、熊本県内のすべての小学 5 年生が来館することや、全国各地か

ら学生の修学旅行や研修旅行での来館も多いことから、子どもたちにも分かり易くかつ体

験型の展示となるよう工夫する必要がある。 
また、配布型の資料に乏しいこと、専門家向けの二次情報の提供がないことも指摘され

ている。 
３．健康相談機能 

地理的に国水研本体よりも市街地に近いことを活かし、水俣病被害者を含む地域住民へ

の貢献を目的とした健康相談業務およびリハビリテーション業務の拡充を図る必要がある。 
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 資料７－７ 

広報活動概要 

 
【現在の取組み】 
 
水俣病対策や水銀に関する研究成果について広報するため、水俣病情報センターを活用

した展示や、一般図書等の閲覧供与、水俣病総合研究センターの施設一般公開、各種パン

フレットの配布や、ホームページの日々更新体制による作成を行っている。 
 
１．水俣病情報センターの展示 
 水俣病について研究・学術の視点から展示を行うとともに、水銀の性質や、世界の水銀

汚染問題への取組についての展示を行っている。 
２．一般図書等の閲覧供与 
 水俣病に関する一般図書、新聞記事を収集し、研究者や大学生など、一般の方の閲覧に

供与。また、新聞記事に関しては、随時データベース化し、キーワードによる検索を可能

にしている。 
３．施設一般公開 
 昨年度、水俣病 50 年事業の一環として施設を一般公開したところ、好評であったため、

平成 19 年度も実施した。2 日間で約 200 名が来館。今後は毎年公開を予定。 
４．各種パンフレットの作成 
（１）水銀と健康 第３版 
 毛髪中に含まれる水銀濃度の健康に与える影響の目安や、水銀に関すること、魚貝類の

摂取についての注意点などを、イラストを多く用いて分かりやすく説明。 
（２）とんとん峠 
 これまでの「国水研だより」を一新して市民を読者対象とした広報誌「とんとん峠」と

し、平成 19 年 7 月に発刊。 
５．ホームページの充実 
 最新情報を伝えるとともに、過去の資料情報が系統的に配信できるよう、硬直化したホ

ームページを一新し、新着情報を都度更新し、ホームページ内検索機能を追加、目的別カ

テゴリーを導入するなど、日々更新する体制とした。 
 
【今後の課題】 
 
設立後 30 年を経過しているにもかかわらず、未だ、地域住民に馴染みの薄い機関である

ことは、大きな課題である。 
水俣病事件についての情報提供機関は市立資料館をはじめ、多数あるが、水銀自体につ

いての科学的知見の提供ができる機関はほかに類がない。最新の知見を一般に広く分かり

やすく提供していくことは大きな責務である。 
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研究・業務実績 

 

 

 

 

資料 8-1 平成 17～19 年度研究課題一覧 

資料 8-2 平成 15～18 年度研究論文発表実績 

資料 8-3 平成 15～19 年度業務一覧 

資料8-4 関係機関との連携推進についての取組状況（平成19年度末時点）

 



 

研究実績 

 
１．平成 17 年度~19 年度研究課題一覧 
 

研究課題名 研究年度

課題研究１ 水俣病に関する研究 
1 12~18 新潟水俣病全剖検例の生化学的・病理学的検討 
2 17~21 水俣病患者の病像に関する研究 
3 17~21 メチル水銀中毒の遅発性発症に関する研究 
4 15~20 胎児性・小児性水俣病患者の疫学調査 
5 17~18 メチル水銀中毒の神経細胞局在性障害に関する研究 
6 15~18 低濃度メチル水銀曝露における剖検脳の神経病理学的研究 
7 17~21 メチル水銀の知的機能影響に関する研究 
 17~21 a. メチル水銀の認知機能に及ぼす影響に関する研究 

b. Tau 蛋白リン酸化に起因する神経変性におけるメチル水銀の作用に関

する研究 
 17~21 

8 17~21 公害発生地域の社会史に関する研究 
9 18~22 水俣病発生の社会的影響と地域再生に関する研究 

19~21 胎児期メチル水銀曝露（胎児性水俣病患者）に起因する自覚症状に関す

る研究 
10 

11 19~21 水俣病における脳機能の客観的評価法の開発 
課題研究２ 低濃度メチル水銀のリスク評価に関する研究 

1 コモンマーモセットにおける微量メチル水銀経世代曝露の影響 15~19 
2 
 

メチル水銀間欠曝露による血中メチル水銀濃度“spike”が脳への水銀蓄積

と神経変成へ及ぼす影響に関する研究 
17~21 

 

3 
魚介類摂食に伴う妊婦・出産年齢女性のメチル水銀曝露評価に関する研

究 
17~21 

4 a. 胎児期のメチル水銀曝露の健康影響に関する研究 17~21 
 b. 低濃度メチル水銀胎児曝露における毒性影響評価法の開発 17-18 
5 低濃度メチル水銀曝露に関するリスクコミュニケーションの研究 17~21 
6 妊娠中生活習慣および出生後発育と臍帯血水銀濃度に関する研究 17~19 

課題研究３ メチル水銀による生体影響の解明とその臨床応用に関する研究 
1 水俣病におけるバイオマーカーの探索 17~21 
2 メチル水銀毒性発現の分子基盤の解明とその臨床応用に関する研究 17~21 

3 
モデル動物を用いたメチル水銀毒性発現の分子経路の解明と治療に関す

る研究 
17~21 

4 環境レベルメチル水銀の生体影響に関する研究 17~21 
5 培養細胞を用いたメチル水銀の生体内無機化および排出機構の解明 17~21 
6 神経再生(神経細胞の増殖および突起形成・伸展) に対するメチル水銀の

作用およびその薬剤治療に関する研究 
17~21 

  

資料８－１ 
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研究課題名 研究年度

7 メチル水銀中毒の治療方法に関する研究 17~20 
8 
 

金採掘労働者の無機水銀中毒症の治療法の開発に関する臨床的・基礎的

研究 
16~17 

9 霊長類 ES 細胞を用いた環境有害物質の毒性評価法の開発 17~21 
10 水銀曝露におけるメタロチオネイン動態における研究 17~21 
11 
 

17~21 
 

胎子期におけるメチル水銀曝露によるドーパミンニューロン傷害メカニ

ズムに関する研究 
12 
 

メチル水銀による蛋白質成熟系－特に PDI への作用と神経細胞死に関す

る研究 19~21 

13 無機水銀の神経毒性に関する研究 19~21 
14 新たなメチル水銀胎内曝露モデル：トゲマウスにおけるメチル水銀毒性 19~21 
15 フレンチギアナ河川汚染による人体への健康影響に関する実験的研究 19~21 
16 
 

哺乳動物におけるメチル水銀の生体内無機変換の意義の解明と毒性軽減

方法の探索 
19~21 

 
課題研究４ 水銀の環境科学に関する研究 

1 水俣湾の水銀耐性菌の遺伝学的研究 17~19 
2 
 

 
 

海域生態系における水銀の動態 
a. 潮間帯底生生物食物連鎖網における水銀の動態 
b. インドネシア・セレベス島北部における、金採掘鉱滓による海域汚染

の実態調査 

17~20 
 

 

3 
 

低温加熱処理による汚染土壌／底質および水銀含有廃棄物の浄化処理と

その水銀の回収技術の開発 
15~21 

 
4 
 

水俣湾、水俣川等に残留する浚渫対象外水銀含有底質（25ppm 以下）お

よび埋設水銀含有底質が水圏環境に与える影響について 
16~21 

 
5 水銀揮発化細菌を利用した水銀汚染物処理技術の開発に関する基盤研究 17~19 
6 
 

メチル水銀の超高感度分析法の開発と大気中水銀のメチル化・脱メチル

化反応過程の解明 
17~21 

 
7 大気中水銀蒸気のモニタリングおよび環境循環量の推定法に関する研究 15~17 
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２．平成 15 年度~18 年度研究論文実績 
 

年 度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度

研究員数（人） 17 17 20 20 

原著論文総数 14 26 38 26 

欧 文 12 18 30 21 

和 文 2 8 8 5 

0 0 0 0 著書総数 

0 0 0 0 欧 文 

0 0 0 0 和 文 

総説・その他総数 4 0 0 0 

欧 文 0 0 0 0 

和 文 4 0 0 0 

合 計 18 26 38 26 

注）研究員は研究職・医療職。 ただし、看護師・作業療法士は除く。 

資料８－２ 
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【平成 15 年度研究論文一覧】 
１．英文 
(1) Sakamoto M, Kubota M 

Plasma fatty acid profiles in 37 pairs of maternal and umbilical cord blood samples. 
Environmental Health and Preventive Medicine 9(2), 67-69, March 2004. 

(2) Yasuda Y, Matsuyama A, Yasutake A, Yamaguchi M, Aramaki R, Liu X, Jian P, An Yumin, Liu 
L, Li M, Chen W, Qu L 
Mercury distribution in farmlands downstream from an acetaldehyde producing chemical 
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３．平成 15 年度~19 年度業務一覧 
 

 

業務名 備考 
1 水俣病患者のリハビリテーション  
2 メチル水銀汚染地域住民の健康増進への取り組み  
3 水俣病発生地区住民の健康影響  
4 水俣病患者の症状経過・生活状況に関する研究 平成 17 年度より開始 
5 国水研の情報発信のためのデータベース作成 平成 17 年度で終了 

水俣病関連資料整備並びに情報発信のためのシステムの 
開発 

 6 
 
7 国際協力  
 1) 国際共同研究事業の推進  
 2) 開発途上国からの来訪者の研修指導  
8 世界の水銀汚染地域住民の毛髪の水銀調査・研究  

ニカラグア・マナグア湖の水銀汚染に起因する環境汚染 
および健康影響調査 

平成 15~19 年度 9 
  

10 介護予防等在宅支援モデル研究 平成 18 年度より開始 
平成 18 年度のみ 11 

 
中国における水銀鉱山労働者における高濃度水銀蒸気曝

露と毛髪中メチル水銀濃度  

12 
 

リサーチリソースバンクに保管されている剖検例の病理

標本および資料管理 
平成 19 年度より開始 
 

平成 19~21 年度 13 水銀廃棄物に関する環境適正処理ガイドラインの作成 

資料８－３ 
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資料８－４ 

関係機関との連携推進についての取組状況 
（平成 19 年度末時点） 

 

【これまでの経緯】 

 

 国水研は設立以来、必要に応じ、共同研究を進め、地域の自治体や医療機関等とも連携

し、研究や業務を実施してきたところである。 

しかしながら、大学等の研究機関からは交通利便上比較的遠隔地にあること、また、地

元においては、国水研の設立に至る経緯や市内でも高台にあるという立地条件等から、必

ずしも緊密な連携を築いて来たとは言えない面があった。また、共同研究も、研究者の個

人的な連携の域にとどまるため、組織的な継続性が担保されていなかった。 

 

【現在の取組み】 

 

１．研究・研修における連携の強化 

水銀に特化した世界で唯一の研究機関であり、水銀に関する研究における研究環境を整

備した機関であることから、水銀研究の拠点としての役割を全うするため、共同研究、施

設の共同活用を目ざすとともに、積極的な研修受け入れを実施している。 

 

（１）すでに進行中の共同研究については、研究企画・研究評価の段階で、どのような役

割で研究しているのかを整理するとともに、所内セミナー等によって、情報の共有化を

進めている。また、これまで所内にほぼ限定していた所内セミナーに所外からも参加し

やすいようオープン化し、HP 等での周知も開始した。 

（２）若手研究者の育成に参画するため、大学院大学との連携大学院化を調整している。 

（３）水銀関係の研究や事業に関与する者に対する研修を積極的に受け入れる。 

（４）国際的な技術支援としては、JICA における当地での研修についてプログラム策定か

ら具体的に参画し、受講者からのフィードバックが受けられるよう、研修終了時に総括

の意見交換を行うこととしているほか、現地での指導も個人専門家としてではなく、所

の対応として派遣することとしている。 
（５）国際的な水銀対策への関与については、環境省が行う水銀関係の施策に専門的立場

から積極的に関与するほか、WHO や UNEP での水銀対策に対しても、環境省と同調し

つつ情報提供に努めている。 

（６）関係研究機関等との連携を拡大するため、国水研の施設・資金等が有効に活用でき

る方策を検討している。 

 

２．情報発信における連携の強化 

 水銀に関する科学的知見、水俣病から得た教訓及び研究の成果等を広く発信するため、

機関の位置づけを整理するとともに、地元等で情報発信をしている機関との連携と役割分

担をすすめている。 

 

（１）水俣病情報センターを、収集した資料を永久保存し公開できる、公文書館的機関と

位置づけのため、環境省大臣官房総務課と協力して所定の手続きをとる。 
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（２）収集した資料の公開に向け、的確な整理分類と問題のない公開ルールを作成するた

め、水俣病情報センター運営検討委員会において、広く外部の意見を聞く。その際、狭

義の関係者のみならず、新たにアクセスする人の関心や理解を深めるために幅広い分野

から意見を求める。 

（３）水俣病や水銀に関する情報を分かりやすく展示するため、水俣病情報センターと水

俣市立水俣病資料館との、それぞれの特徴を活かした役割分担を推進する。 

（４）資料公開にあたっては、特に、電子情報での発信方法については、環境省大臣官房

総務課環境情報室と協調して作業をすすめる。 

（５）水銀分析技術や水銀に関する知識を水銀対策担当者に普及するため、熊本県をはじ

めとする地方自治体や地方環境研究所等からの研修を積極的に受け入れる。 

（６）水俣病や水銀に関する情報及び環境に関する情報を環境教育の一環として小中学生

の見学の受け入れや出前授業の実施について、地元小中学校長会をはじめとする教育機

関と連絡を密にする。 

（７）地域住民を対象とした健康セミナーについては、引き続き水俣市芦北郡医師会と共

催で実施する。 

（８）地元自治体と連携した情報発信を推進するため、水俣市や熊本県と定期的に情報交

換を行う。 

 

３．水俣病患者支援等水俣病対策への協力における連携の強化 

  機能低下が著しい胎児性・小児性水俣病患者への支援や、被害地域住民の高齢化に伴う

更なる不安への対応を進めるために、日常生活の質の向上や介護予防への取り組み等、国

水研の研究成果や施設を活用した福祉的支援を実施する。 

このため、水俣病患者の皆さんとの対話のできる環境づくりをするとともに、以下の地

元関係機関との連携や情報交換を積極的に図る。 

 ①熊本県、鹿児島県、水俣市、出水市ほか関係地方自治体 

 ②水俣市立総合医療センターほか地域の医療機関及び地元医師会等医療関係職能団体 

 ③水俣市社会福祉協議会ほか地域の社会福祉協議会 

  ④地元保健所及び水俣・芦北地区水俣病被害者保健福祉サービスネットワーク 

 ⑤明水園、まどか園、ほっとはうすほか地域の水俣病患者の入所施設、通所施設 

 ⑥胎児性、小児性水俣病患者が入院していた旧「湯の児病院」の医療従事者 

 ⑦患者等を支援するさまざまな団体 

 

【今後の課題】 

 

水銀に関する研究は分子レベルから社会学まで幅広い領域にあることから、所内研究に

は限界があり、水銀研究の COE となるためには研究者のみならず研究の公募といった仕組

みも検討する必要がある。 

また、設立以来 30 年を経過し、これまでの研究の成果や収集した情報を発信していく

責任があること、また、水俣病公式確認から 50 年余を経た現在、水俣病患者の高齢化への

対応については、地元保健・福祉関係機関等との連携が必要であること等から、所外機関

との連携体制を組織的に確立する必要がある。 
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平成19年度研究評価 

 

 

 

 

資料9-1 平成19年研究評価報告書 

資料9-2 研究評価報告書を受けて着手した対応 

資料9-3 平成19年度企画官会議総評 
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資料９－１

 

国立水俣病総合研究センター研究評価報告書 

 

 

 
はじめに 

 

 国立水俣病総合研究センター(以下、「国水研」という。) は、水俣病に関する総合医学的研究を推進し、水俣病患者

の医療向上を図るとともに、社会科学的、自然科学的な調査研究や水俣病に関する資料の収集・整理・提供など、世界

に向けた情報発信を含めた国際貢献について、水俣病発生地域としての特性を活かした活動を行うことを設置の目

的としている。 

 

「国水研」は」国立試験研究機関として既に設立以来30年の実績を持つ研究所であるが、今般、当国水研研究評価

委員会は、環境省が行う研究開発における評価のための基本指針「環境省研究開発評価指針」に基づいて、前回(平

成17年度)の評価以降、今年度までの３年間における国水研の研究全般を対象とした｢研究評価｣を実施した。 

 

評価にあたっては、今般国水研が自ら策定した「国水研の中長期目標について」に照らしつつ、研究者毎に研究目

的・研究成果等に関するヒアリングを各自の研究室において実施し、それらを基に評価を行った。 

 

本評価の実施によって、国水研の今後の研究がより充実し、社会に対しさらに貢献するものとなることを期待す

る。 

 

平成20年１月29日 

 

国立水俣病総合研究センター 

研究評価委員会委員長  齋藤 寛 
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１．評価の目的と背景 

 

評価は、国水研の設置目的に沿い、国際的に高い水準の研究開発、社会・経済に貢献できる研究開発、新しい学問領

域を拓く研究開発等の優れた研究開発を効果的･効率的に推進するために実施する｡ 

評価の意義は、評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような柔軟かつ競争

的で開かれた研究開発環境の創出を実現することにある。評価結果を積極的に公表し、優れた研究開発を社会に周

知することによって、研究開発に国費を投入していくことに関し、国民に対する説明責任を果たし、広く国民の理解と

支持が得られる。更に、評価を厳正に行うことにより、重点的・効率的な予算、人材等の資源配分に反映できるもので

ある。 

国水研における研究開発評価の実施に当たっては、｢国の研究評価に関する大綱的指針｣ (平成17年3月29日内閣

総理大臣決定) 及び「環境省研究開発評価指針」 (平成18年10月19日環境省総合環境政策局長決定)に則って、国水

研が行う研究評価及び機関評価についての評価方法を定めた「国立水俣病総合研究センター研究開発評価実施要

綱」(平成19年9月13日国水研第103号)および「国立水俣病総合研究センター研究評価委員会設置要領」(平成19年9月

13日)に基づき、研究評価委員会を設置し、第三者機関による厳正な評価を実施することにより、研究活動の効率化・

活性化を図り、より優れた研究開発成果の獲得、優れた研究者の養成を促進し、水俣病研究及び水銀研究の効果的な

推進に資することとしている。 

 

２．評価対象と方法 

  

本委員会は、「国立水俣病総合研究センター研究評価実施細細則」（平成19年10月2日）を定め、研究調査活動につ

いて、最近3年間の研究業績の各課題別評価及び研究総合評価を行うことを委員会の役割とした。評価は、原則とし

て平成19年度時点で国水研として実施しているすべての研究とした。 

 各研究課題について、研究目的、研究方法、研究成果及び進捗状況、文献等の研究内容を記した資料を平成18年度

年報及び追補として事前に提出を受け、委員会冒頭で説明を受けた「国水研の中長期目標について」に照らしつつ、

研究者毎にヒアリングを各自の研究室において実施し、それらを基に評価を行った。 

 

３．評価の結果の総括 

 

（１）評価の概要 

今回の研究評価は、本委員会が中間評価及び事後評価を実施することを任としていることから、平成19年度時点

で国水研として実施しているすべての研究51件（継続課題研究32件、平成19年度新規課題研究７件、国際共同研究7

件、及び科研費等による研究3件）および業務9件について、研究者ごとにプレゼンテーションを受けた。評価はあく

までも当該研究が国水研の使命に照らしてどうであるの視点から実施した。 
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（２）研究課題の設定と進捗 

当該研究課題の設定時点で、国水研としての目標・使命が明確になっていなかったことから、研究課題全体として

明確な方向性が見出せていない。そのため、課題研究としてプロジェクト構成となっていないため、類似している研

究課題も相互の役割が未調整のままであり、系統的な研究が行われていない。１人でいくつも課題を抱えている研

究者もいるが、結局のところ、研究者個人の興味による個人研究の集合に留まっているといわざるを得ない状況が

見られた。当然のことながら、単にメチル水銀、水銀を扱えば使命を果たしているというものではなく研究計画の段

階での徹底した議論が必要である。国水研の英知を結集して研究に取り組んでほしい。今後、国水研全体で、個々の

研究の選択と集中、ならびに再編統合が行われるべきと思われる。 

研究の実施にあたっては、研究者同士や研究の横のつながりをもっと考えるべきである。横断的な連携がないた

め、研究体制が脆弱である。また、本当の意味での共同研究がなされていないように見受けられる。外部から指導・

助言を受けると更に効果が出ることもあり、研究課題によっては所外の研究者との連携など、組織的な研究体制の

再構築が必要である。 

大学等他の機関と比べると、資金的設備的に大変恵まれている。その自覚を持って、対費用を考えていただきた

い。効率の面も考慮して個別の研究課題も研究体制も調整すべきである。他機関の研究者との研究協力のあり方を

資金面、設備活用面からも工夫すべきではないかと思われる。 

研究の進捗に関しては、目標値の明確な設定が必要であり、国水研全体として少なくとも中期的な計画が策定さ

れなければならない。 

個別課題では、メチル水銀について未解明の諸課題に幅広く取り組んでいるが、前回も指摘したように、治療を志

向した研究、画像を用いた研究が少なかった。 

今回、はじめて研究と並行して実施している業務についての説明も受けた。本委員会は研究評価が趣旨とされて

いることから業務についての詳細な評価は行なっていないが、技術移転など、重要な業務を実施していることが理

解できた。なお、研究と業務の区分が明確でないもの、未調整とみられるものがあった。 

 

（３）研究内容の水準と社会への貢献 

国水研では、他の研究機関では実施不可能な研究を多く行っており、その水準は、全体では高いといえるが、個々

の研究内容をみるとその水準には大きなばらつきがある。 

国水研の研究水準を上げるためには、研究結果とその総括を所内の年報に載せるだけでなく、また国内の学会発

表にとどめずに、必ず国際的雑誌にも論文として公表することが重要である。一方で、社会的貢献として、成果をわ

かりやすく提供していくことも重要である。小中学生など年少者への情報発信もきわめて重要である。 

個々の研究については、発展性のある研究が少なくない。しかし、同時にこれら研究を行う必要性が国水研の使

命の中でどう位置づけられているのかをさらに明確にしておくことがきわめて重要である。この点からいって、国

水研の研究目標・研究計画を明確にし、その目標に向かって体系・系統付け、それに沿って各研究者が共同で推進する

体制が必要であることを重ねて表明する。 
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なお、個別事項であるが、水俣市にある研究所として、人命だけでなく自然、生物にも配慮するポリシーがあるべ

きである。動物実験のあり方を再検討し、極力実験動物の数を減らし、また多くの研究に同時に活用する方向を模索

すべきである。 

 

（４）評価の反映 

これまでの外部研究評価が新規研究の企画に反映されてこなかった状況が見受けられ、前回評価における指摘

を繰り返さざるを得ないものが複数件あった。 

新規課題についても、これまでの実績を踏まえ発展させた課題なのか、単なる延長なのか、明確でないものが

みられた。 

今回策定された研究開発評価実施要綱では、研究評価結果への対応として、国水研は、研究評価結果に示された

勧告事項にもとづいて、各研究について、方針、計画、内容等を見直し、研究評価委員会に報告するとともに、所長は、

研究評価結果が国水研の研究活動に適切に活用されているかどうかについて、毎年フォローアップを行い、その結

果を研究評価委員会に報告する、としている。さらに、研究評価結果及び研究評価結果への対応については国水研ホ

ームページ等により公表する、としている。 

注目すべき取り組みであり高く評価される。本評価報告に対する確実な対応を期待したい。 

なお、今後の研究企画が今回の評価を反映したものとなっているかどうかの判断と指導は、研究の事前評価を担

当する研究企画会議に委ねたい。研究企画会議においては、国水研が果たすべき課題かどうかさらに検討していた

だきたい。 

今後の外部評価にあたっては、まず、研究員の自己評価を実施し、その結果を提示した上で行われるべきである。

今回は、後追いで自己評価結果の提出を受けたが、今後は絶えず個人としての自己点検のみならず、国水研として

自己点検をしたうえで外部評価に臨んでいただきたい。 

 

４．おわりに 

 

国水研の活動が研究としても機関としても中長期的な目標に向かって適切に実施されているか否かは、評価に当

たっての重要な視点となるものである。研究評価は、原則として、中長期目標に対応して、5ヵ年計画の中間年に中間

評価、最終年の年度内に最終評価を実施すべきである。今回は、暫定的に平成17年度以降の5カ年計画の3年目と位置

づけての中間評価を行ったが、次回の最終評価では、今回の指摘が反映され、次の5カ年に更なる発展が期待できる

ような成果が得られることを望むものである。 

今後は、国水研としての中期計画を明確にし、プロジェクトとして組織的に研究に取り組むことによって、国際的に

評価される高水準の研究を推進し、水銀研究における世界のCenter of Excellenceとなることを目指していただきた

い。 
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平成19年度国立水俣病総合研究センター研究評価委員会 

平成19年10月2日～3日開催 

 

齋藤    寛  長崎大学 学長 

安部  眞一 熊本大学大学院 自然科学研究科 教授 

伊規須 英輝  産業医科大学 産業生態科学研究所 環境中毒学教室 教授 

内野    誠   熊本大学大学院 医学薬学研究部 神経内科学分野 教授 

大浜  栄作 鳥取大学 医学部附属脳幹性疾患研究施設脳神経病理部門 教授 

住吉  昭信  宮崎大学 学長 

高橋  隆雄  熊本大学大学院社会文化科学研究科 教授 

中山  宏明 九州大学 名誉教授 

矢木  修身  東京大学大学院 工学系研究科附属水環境制御研究センター教授 
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資料９－２

平成19年度研究評価委員会評価を受けて着手した対応 

 

国水研では、平成19年10月2-3日に実施され、平成20年1月29日におまとめいただいた研究評価委員会（齋藤寛委

員長）評価結果における各指摘事項について、平成19年度時点で、下記のとおり、対応に着手しました。 

 

指摘事項１．研究目標・研究計画が不明確 

← 中期目標にもとづく中期計画を所内で策定、このうち具体的な重点分野の設定については、所内横断的に重点

研究分野検討会を設置上して議論し策定。 

 

指摘事項２．研究目標に向かっての体系化、横断的連携が欠如 

← 重点研究分野検討会において、既に進行中の研究を重点研究分野毎に再分類し、研究手法、対象等の共通性の高

い課題ごとにグループ化。グループミーティングを年数回開催し、共同推進体制を目指す。当面、新年度研究企画

についてグループとして企画を提示。今後は所内発表の共同開催、所外への成果発表前の検討などをグループ

単位で実施。 

 

指摘事項３．類似している研究も相互の役割が未調整 

← 研究グループ化により調整。新年度研究企画の評価において、再度確認。 

 

指摘事項４．研究者個人の興味による個人研究の集合に留まっている 

← 重点研究分野毎の再分類に際し、調整、統合をすすめた。新年度研究企画の評価において、再度確認。 

 

指摘事項５．研究と業務の区分が未調整 

← 中期計画策定において整理した。新年度研究企画の評価において、再度確認。 

 

指摘事項６．外部から指導・助言、所外の研究者との連携が組織的に必要 

← 新年度研究企画においては共同研究者の役割の明示、共同研究者と研究協力者、指導者を意識的に区分。一方、

組織的には連携大学院化を具体的に推進。 

 

指摘事項７．潤沢な研究費を効率的に活用すべき 

← 今年度各研究における経費を明らかにする。新年度研究企画においては必要予定経費の積算も企画上に提示す

る。一方、組織的には他機関の研究者との研究協力のあり方を資金面、設備活用面から検討する。 
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指摘事項８．治療を志向した研究、画像を用いた研究が必要 

← 新年度新規事業として脳磁計導入を決定。 

 

指摘事項９．動物実験のあり方を再検討 

← 新年度研究企画の再調整において考慮した。研究のグループ化により、多くの研究に同時に活用する方向を調

整。また、当面、耐震工事による暫定的な所内環境となることを契機にさらに調整。 

 

指摘事項10．国際的雑誌に論文として公表することが重要 

← 論文作成に関する諸費用は優先的に確保。所内でのグループミーティング等の活用、所内事前登録等により活

性化を進める。また、既に平成18年度版から実施しているが、年報への業績掲載に際し、査読の有無、英文和文、等

によって論文を分類。 

 

指摘事項１１．まず、自己評価が行われるべき 

← 次回の研究評価に向けて、グループミーティングの報告、所内発表の場なども活用しつつ、常に検証していく体

制を検討する。 

 

指摘事項12．成果をわかりやすく提供 

← 情報センター展示について更新作業に着手。パンフレット類の見直し、ＨＰの見直しも平成19年度から実施してい

る。さらに、時事解説等を準備中。 

 

指摘事項１3．小中学生など年少者への情報発信 

← 平成19年度、市内小中学校長会の視察を受け入れ、出前授業などの可能性について検討に着手している。 

 

 

以上の取組みのうえで、次年度には、研究企画については、研究企画会議のご意見も戴き、研究評価委員会のご

意見に対応した研究企画を策定するとともに、22年度からの次期中期計画に向けて、所内での検討を開始いたしま

す。 

国水研としては、これらの取組みを通じて、国際的に評価される高水準の研究を推進し、水銀に関する研究におけ

るCenter of Excellenceとなることを目指してまいります。 

 

平成20年2月7日 

国立水俣病総合研究センター所長 上家和子 
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平成20年2月18日 

平成19年度研究企画官会議 

 

総 評 

コ メ ン ト 

・全体的にテーマは相当整理されてきている。 

・総体的に研究の進行速度が遅くなっているような気がする。 

・環境省の機関として研究を進める必要性がある。 

・全体的に研究項目の数が少なくなり、ひとつの研究にかける時間が多くなり研究結果が出やすくなった。 

問 題 点 

・グループ全体が実質的に機能化することを切望する。 

・行政的な政策課題に機能的に対応することが必要。 

・特定の研究者に加重な負担がかかることに対してそう報いるか。（バーンアウトが心配） 

・研究者の専門性を考慮した焦点の絞りが必要。 

・毎年ほんの少しずつしか研究を実施していない研究課題が比較的多い。また、研究はそれなりに実施されてい

ても、期待したデータが得られていない研究課題も少なくない。このような研究を複数年にわたって継続するの

は、経費と時間の無駄であり、大きな問題である。大学の研究者が同様のことをしたら、大学院生はデータがな

いため卒業できず、さらに、研究費も入らなくなるので、研究室を存続させることができなくなる。 

・国立水俣病総合研究センターは環境省の機関であり、研究の成果は常に｢環境省の研究｣として受け止められる。

また、研究費が税金からまかなわれている以上、実施した研究の成果を発表し、国民へと還元することも当然の

義務であり、これらのことを認識して職務にあたるべきである。そういった観点でみると、研究の進み具合の程

度や、論文の発表数などで、研究者毎に大きな開きがあり、また、一人で同時に行っている研究の本数が多すぎ

る。また、環境行政、水俣病対策と密接に関連する研究については、本省の政策及び政策の基礎資料となってい

る研究成果等の情報を十分把握しておく必要があるが、不足している面があるのも事実である。一方で、環境省

で実施している関連する研究との連携と棲み分けも求められている。 

・全体として、前年に比較してかなりまとまりがあるものになっているが、依然として十分な相互のコミュニケ

ーションがとれているとは思われない。 

・今回は業務と研究に分けて課題の設定がなされている。このことはセンター職員、とくに臨床部への負担の軽

減と評価については重要である。しかし業務の中からも臨床研究として、所内での十分な検討ののち論文化でき

るものもあるのではないか。 

・個々の研究テーマについて、もっと明確な見通し、仮説が欲しい。それでないとコスト意識も希薄になるよう

に思われる。 

資料９－３
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・研究目的の明確でないもの、対象者数が少なく統計処理ができないもの、研究期間が少なく、一年に１－２ヶ

月分のデータしか出ていないもの、専門外の研究を行っているもの、長期間研究を行っているのに論文などを発

表できない研究課題がある。 
提 言 

・研究者の業績評価システムを作ること。（予算等に反映させる） 
・環境省研究班との共同研究をもっと活発化すること。 
・各研究者が複数の研究課題に取り組むのは止めて、一つの研究課題に出来るだけ専念できるようなシステムに

した方が良い。また、年間発表論文数に応じて次年度の研究費を決めるなど、研究者を活性化する方策を立てる

ことも必要である。 

・研究成果の論文化と国民への説明があってはじめて研究が完了するものであるという前提で、これまでの研究

成果を踏まえた研究費の配分が必要。行政と密接に関連する業務等については、環境省、特に特殊疾病対策室等

と密接な連携を図る必要がある。 
・研究の発展のためには、外部との共同研究を一層推進して欲しい。そのためには研究費の分配なども考慮する

必要がある。 

・大項目としての研究テーマの設定に際して、もっと明確な相互間の関連についてのシェーマが欲しい。その中

で個々の研究がどういう位置にあるのか、また最終的に大きな研究のゴールをどこに求めるかが明らかになると

思われる。 

・国立の研究所であるので、常に国際的な視野を持つ必要がある。そのためには最新の研究のレビューなどを通

して、研究センターが我が国の水銀研究をどのように方向付けようとしているかを示せるよう努力して欲しい。

・水俣病患者のフォローアップは、非常に困難ではあるが研究センターにとっては非常に重要な使命であり、粘

り強く継続して欲しい。 

・外部評価を一本化し、事前、中間、事後評価をおこなう評価委員会にする。 
・評価委員の数をふやし、今以上にそれぞれの分野を評価できるようにする。 
・目的や方法論が明確でないものは、事前評価で採用しない。 
・５年計画の研究も３年間の中間評価で、結果が望めないものについては、中止する。 

 

 

 

平成19年度国立水俣病総合研究センター 

研究企画官会議メンバー 

 

二塚  信    九州看護福祉大学 学長 

永沼 章   東北大学大学院薬学研究科 教授 

有村 公良  鹿児島大学医学部 准教授 

小林 一司  環境省環境保健部特殊疾病対策課 主査 

中村 邦彦  国立水俣病総合研究センター 主任研究企画官 
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資料１０  

 

 

 

 

 

平成20年度研究企画 

 

 

 

 

資料10-1 平成20年度研究・業務企画の概要 

資料10-2 平成20年度研究・業務企画一覧 
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資料１０－１

平成２０年度研究企画について 

 

 

国立水俣病総合研究センターでは、平成19年10月2-3日に実施され、平成20年1月29日におまとめいただいた研究

評価委員会（齋藤寛委員長）評価結果および平成20年2月18日に開催された企画官会議（二塚信座長）においていた

だいた平成20年度の研究全体および各研究企画へのご指摘事項をもとに、所内で各研究企画を精査し、別添のとお

り、研究の大枠およびグループを編成し、グループミーティングを重ねて、別表のとおり、今年度研究を開始いたし

ましたので、ここにご報告申し上げます。 

研究の推進に際しては所内関連研究者によるグループミーティングを重ねるとともに、その進捗状況を各グルー

プリーダーから所内研究者に報告する体制といたしました。 

今年度は5年計画の4年目と位置づけられています。 

来年度21年度には、新中期計画策定作業を行うため、今年度後半からは今期計画のまとめにむけた進行管理を行っ

てまいります。 

 

 

平成20年5月１３日 

 

国立水俣病総合研究センター所長 上家和子 
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資料１０－２

 

平成２０年度研究・業務企画一覧 

 

 

 

大枠１「地域に貢献する研究・業務」 
 
■［水俣病に係る社会・疫学的調査グループ］蜂谷 紀之 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画code 

（1）水俣病発生の社会的影響と地域再生に関する研究 蜂谷 紀之
劉  暁潔 
志水 恒雄* 1-1-1

（2）公害発生地域の社会史に関する研究 新垣たずさ

吉本 哲郎* 
下川 満夫* 
平生 則子* 
坂本 峰至 

1-1-2

（3）水俣病患者の生活状況調査 劉 暁潔 蜂谷 紀之 1-1-3

（4）胎児性水俣病患者の自覚症状に関するフォローアップ業務 坂本 峰至
中村 政明 
劉  暁潔 1-1-4

*：国水研外研究者

 
■［八代海地域研究グループ］保田 叔昭 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画 code

（1）海洋生態系における水銀の動態 保田 叔昭
森 敬介* 
M. Lasut* 

1-2-1

（2）低温加熱処理による汚染土壌/底質および水銀含有廃棄物の 
浄化処理とその水銀回収技術の開発 

松山 明人
赤木 洋勝* 
岡田 和夫* 1-2-2

（3）水俣湾、水俣川等に残留する浚渫対象外水銀含有底質（25ppm
以下）および埋設水銀含有底質が水圏環境に与える影響につ

いて 
松山 明人

丸本 幸治 
富安 卓滋* 
井村 隆介* 
矢野信一郎* 
多田 彰英* 
赤木 洋勝* 
保田 淑昭 

1-2-3

（4）メチル水銀の超高感度分析法の開発と大気中水銀のメチル化・

脱メチル化反応過程の解明 
丸本 幸治

松山 明人 
赤木 洋勝 
佐久川 弘* 
竹田 一彦* 

1-2-4
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（5）水俣病発生時期に生まれた不知火海沿岸住民保存へその緒 
メチル水銀濃度調査 

坂本 峰至

赤木 洋勝* 
中村 政明 
澤田 倍美 

1-2-5

（6）メチル水銀中毒における脳機能の客観的評価法の開発 中村 政明

宮本謙一郎 
村尾 光治 
岩下 眞一* 
三原 洋祐* 
上山 秀嗣* 
植川 和利* 
飛松 省三* 
柿木 隆介* 
坂本 峰至 
劉  暁潔 

1-2-6

（7）水俣病剖検例の病理組織標本の永久保存を目指したデジタル化 澤田 倍美

藤村 成剛 
竹屋 元裕* 
衞藤 光明* 

1-2-7

*：国水研外研究者

 
■［八代海地域業務グループ］中村 政明 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画 code
（1）水俣病患者のリハビリテーションと介護支援 

(a) 水俣病患者のリハビリテーション 臼杵扶佐子 遠山さつき 
宮本 清香 1-3-1-a

（1）水俣病患者のリハビリテーションと介護支援 
(b) 介護予防等在宅支援モデル 中村 政明 

若宮 純司 
宮本 清香 
遠山さつき 
田代 久子* 
川畑 智* 

1-3-1-b

（1）水俣病患者のリハビリテーションと介護支援 
(c) メチル水銀汚染地域住民の健増進への取り組み 

（健康相談、毛髪測定等） 
宮本 清香 

遠山 さつき 
中村 政明 
臼杵扶佐子 

1-3-1-c

（2）健康セミナー 若宮 純司 中村 政明 1-3-2 

（3）国水研一般公開 国水研職員 1-3-3 

*：国水研外研究者 
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大枠２「ヒトの健康に貢献する研究・業務」

 
 
■［水銀の作用メカニズム研究グループ（分子機構）］臼杵 扶佐子 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画 code 

（1） メチル水銀毒性発現の分子経路の解明とその臨床応用に関 
する研究 

(a) 培養細胞を用いたメチル水銀毒性発現の分子基盤の解明

とその臨床応用に関する研究 

臼杵扶佐子 
山下 暁朗* 
笹川 昇* 

2-1-1-a

（1） メチル水銀毒性発現の分子経路の解明とその臨床応用に関 
する研究 

(b) モデル動物を用いたメチル水銀毒性発現の分子経路の解

明と治療に関する研究 

臼杵扶佐子 
藤村 成剛 
樋口 逸郎* 
出雲 周二* 

2-1-1-b

（2） 神経再生（神経細胞の増殖および突起形成/伸展）に対する 
メチル水銀の作用およびその薬剤治療に関する研究 

藤村 成剛 

澤田 倍美 
臼杵扶佐子 
出雲 周二* 
高島 明彦* 

2-1-2

（3）腸内細菌叢によるメチル水銀のリスク軽減方法の探索 永野 匡昭 
安武 章 
澤田 倍美 2-1-3

（4）水銀曝露に対する生体応答に関する研究 
(a) メチル水銀の中枢神経毒性における脈絡叢の関与に関 

する研究 
中村 政明 

安武 章 
藤村 成剛 
安東由喜雄* 

2-1-4-a

（4）水銀曝露に対する生体応答に関する研究 
(b) 水銀毒性に対する生体防御機構に関する研究 

中村 政明 

安武 章 
澤田 倍美 
熊谷 嘉人* 
安東由喜雄* 

2-1-4-b

（5）水銀の発生学的神経毒性の解明 山元 恵 
藤村 成剛 
田賀 哲也* 

2-1-5

（6）生体試料中のメチル水銀分析法のマニュアル化業務 山元 恵 
宮本謙一郎 
中野 篤浩* 

2-1-6

*：国水研外研究者 

 
■［水銀の作用メカニズム研究グループ（動物モデル）］藤村 成剛 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画 code 

（1） Tau蛋白リン酸化に起因する神経変性におけるメチル水銀の 
作用に関する研究 

藤村 成剛 
澤田 倍美 
J. P. Cheng* 
高島 明彦* 

2-2-1

（2） メチル水銀曝露によるマウス中枢神経系に対する影響-病理織

学的および行動学的検索を用いた解析- 
澤田 倍美 

藤村 成剛 
安武 章 2-2-2

（3） 環境レベルメチル水銀の生体影響に関する研究 
－無機水銀急性毒性への影響－ 

安武 章 澤田 倍美 2-2-3
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（4）無機水銀の神経毒性作用に関する研究 安武 章 

澤田 倍美 
中村 政明 
佐藤 雅彦* 
吉田 稔* 

2-2-4

（5）環境エンリッチがラットの脳発達期のメチル水銀投与で起こした 
神経行動学的障害に及ぼす効果に関する研究 

坂本 峰至 

R. Oliveira* 
柿田 明美* 
澤田 倍美 
中村 政明 

2-2-5

（6）新たなメチル水銀胎内曝露モデル：トゲマウスにおけるメチル水銀

毒性 
安武 章 

澤田 倍美 
井上 稔* 

2-2-6

（7）フレンチギアナ河川汚染による人体への健康影響に関する実験的

研究 
藤村 成剛 

澤田 倍美 
安武 章 

J. P. Bourdineaud*

W. H. Rostene* 

再掲

(3-1-3)

*：国水研外研究者 

 
■［リスク認知・情報提供グループ］安武 章 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画 code 

（1）日本人の毛髪水銀分析 安武 章 蜂谷 紀之 2-3-1

（2）世界における水銀汚染地域の毛髪水銀調査 藤村 成剛 
松山 明人 
中村 政明 2-3-2

（3）低濃度メチル水銀曝露に関するリスクコミュニケーションの 
研究 

蜂谷 紀之 
安武 章 
永野 匡昭 
宮本 清香 

2-3-3

（4）魚介類摂食に伴う妊婦・出産年齢女性のメチル水銀曝露評価に

関する研究 
坂本 峰至 

窪田 真知* 
本多 俊一 
佐藤 洋* 

2-3-4

（5）妊娠中生活習慣および出生後発育と臍帯血水銀濃度に関する 
研究 

蜂谷 紀之 
安武 章 
浦島 充佳* 

2-3-5

（6）胎児性水俣病患者の生活と神経系運動機能に関する調査 坂本 峰至 
中村 政明 
劉 暁潔 2-2-6

（7）水俣病関連資料整備並びに情報発信のためのシステムの開発 坂本 峰至 
情報センター 
関係職員 2-3-7

（8）水銀研究のレビュー 若宮 純司 
坂本 峰至 
佐々木眞敬 
有村 公良* 

2-3-8

（9）研修受け入れ活動 安武 章 国水研職員 2-3-9

*：国水研外研究者 
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大枠３「地球環境に貢献する研究・業務」

 

 
■［地球環境フィールドグループ］松山 明人 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画code

（1）カザフスタン共和国ヌラ川水銀モニタリングに係わる技術移転 松山 明人 丸本 幸治 3-1-1

（2）国際循環資源における水銀廃棄物インベントリーに関する研究 本多 俊一 
坂本 峰至 
松山 明人 

3-1-2

（3）フレンチギアナ河川汚染による人体への健康影響に関する実験的

研究 
藤村 成剛 

澤田 倍美 
安武 章 

J. P. Bourdineaud*

W. H. Rostene* 

3-1-3

（4）タンチョウヅルにおける水銀の体内分布 保田 叔昭 澤田 倍美 3-1-4

*：国水研外研究者 

 
■［国際業務グループ］坂本 峰至 
 

研究課題 研究担当者 共同研究者 企画code

（1）国際共同研究事業の推進 坂本 峰至 
畠中 太陽 
国水研研究者 

3-2-1

（2）開発途上国からの来訪者の研修指導 坂本 峰至 畠中 太陽 3-2-2

（3）JICAタパジョス川流域メチル水銀に関する保健監視システム 
強化プロジェクト 

坂本 峰至 
畠中 太陽 
国水研研究者 
赤木 洋勝* 

3-2-3

（4）NIMDフォーラム 坂本 峰至 
国際研究推進室 
国水研職員 

3-2-4

*：国水研外研究者 
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